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明
治
二
十
年
「
南
會
津
郡

　
民
度
区
域
取
調
」
と
そ
の
作
成
に
関
わ
る
史
料

史
料
紹
介
・
翻
刻

明
治
二
十
年
「
南
會
津
郡
　
民
度
区
域
取
調
」
と

そ
の
作
成
に
関
わ
る
史
料

川
　
口
　
　
　
洋

は
じ
め
に

本
稿
で
は
、「
明
治
二
十
年
七
月
、
一
種
庶
第
二
号
、
民
度
區
畫
調
上
申
綴
　

庶
務
課
」（
福
島
県
歴
史
資
料
館
所
蔵
、
明
治
・
大
正
期
福
島
県
庁
文
書
、
資

料
番
号

：

一
〇
五
九
）
に
合
綴
さ
れ
て
い
る
「
南
會
津
、
北
會
津
、
耶
麻
、
大

沼
、
河
沼
　
民
度
區
域
調
　
第
一
部
庶
務
課
」
の
う
ち
、「
南
會
津
郡
　
民
度
区

域
取
調
」
と
そ
の
作
成
に
関
わ
る
史
料
を
紹
介
、
翻
刻
す
る
。
人
口
回
復
・
増

加
が
本
格
化
し
た
明
治
中
期
の
南
會
津
郡
に
お
け
る
社
会
経
済
的
状
況
の
理
解

を
深
め
る
た
め
に
、
日
常
生
活
の
諸
相
、
末
端
消
費
・
最
終
需
要
、
生
産
活
動
、

労
働
需
要
、
お
よ
び
人
口
構
造
の
特
徴
を
史
料
か
ら
読
み
取
っ
て
み
た
い
。

「
民
度
區
畫
調
上
申
綴
」
と
「
東
白
川
、
石
川
、
田
村
、
菊
田
、
磐
前
、
磐

城
、
楢
葉
、
行
方
、
標
葉
、
宇
多

　
民
度
區
域
調

　
第
一
部
庶
務
課
」（
福
島
県

史
料
紹
介
・
翻
刻

十
八
・
十
九
世
紀
の
他
国
か
ら
会
津
・
南

み
な
み

山や
ま

御お

蔵く
ら

入い
り

領り
ょ
うへ

の
縁
組
手
続
き
に
関
わ
る
史
料

川
　
口
　
　
　
洋

は
じ
め
に

本
稿
で
は
、
福
島
県
歴
史
資
料
館
に
保
存
さ
れ
て
い
る
福
島
県
南
会
津
郡
南

会
津
町
の
馬
場
家
文
書
、
檜ひ

の

枝え

岐ま
た

村む
ら

文
書
、
お
よ
び
福
島
県
大
沼
郡
金
山
町
教

育
委
員
会
に
保
存
さ
れ
て
い
る
大
竹
家
文
書
の
う
ち
、
十
八
・
十
九
世
紀
に
確

認
で
き
る
越
後
国
、
上
野
国
、
下
野
国
か
ら
会
津
・
南
山
御
蔵
入
領
へ
の
縁
組

手
続
き
に
関
わ
る
史
料
を
紹
介
、
翻
刻
す
る
。

歴
史
地
理
学
と
そ
の
隣
接
分
野
で
は
、
婚
姻
を
契
機
と
す
る
人
口
移
動
（
婚

姻
移
動
）
を
村
内
婚
、
近
隣
婚
、
遠
方
婚
に
分
け
て
検
討
し
て
き
た
。
村
内
婚

は
同
じ
集
落
の
者
同
士
の
婚
姻
、
近
隣
婚
は
徒
歩
で
日
帰
り
で
き
る
自
村
か
ら

お
よ
そ
四
里
以
内
の
者
と
の
婚
姻
、
遠
方
婚
は
日
帰
り
で
き
な
い
自
村
か
ら
約

四
里
以
上
離
れ
た
者
と
の
婚
姻
を
示
す
。

村
内
婚
、
近
隣
婚
、
遠
方
婚
で
は
、
婚
姻
の
契
機
が
異
な
る
。
三
者
の
う
ち

歴
史
資
料
館
所
蔵
、
明
治
・
大
正
期
福
島
県
庁
文
書
、
資
料
番
号

：

一
〇
五
八
）

に
合
綴
さ
れ
て
い
る
各
郡
長
か
ら
福
島
縣
に
進
達
さ
れ
た
民
度
区
域
調
は
、
明

治
二
十
（
一
八
八
七
）
年
九
月
八
日
に
福
島
縣
知
事
・
折
田
平
内
が
各
郡
長
に

令
達
し
た
「
訓
令
庶
秘
第
二
號
」
に
指
示
さ
れ
た
項
目
に
準
拠
し
て
作
成
さ
れ

た
。
す
な
わ
ち
、
管
下
の
郡
を
数
区
に
地
域
区
分
し
て
、
区
域
ご
と
に
、
気
候
、

地
形
、
耕
地
宅
地
、
町
村
戸
口
地
租
、
風
俗
生
計
、
物
産
、
職
業
、
学
事
、
宗

教
、
物
価
、
衛
生
、
犯
罪
、
諸
税
及
協
議
費
、
お
よ
び
雑
件
の
十
四
項
目
に
わ

た
る
報
告
文
に
、
各
郡
の
農
産
物
・
水
産
物
収
穫
表
、
諸
物
価
・
諸
職
工
賃
銭

表
、
輸
出
入
品
高
及
び
全
額
表
を
加
え
た
構
成
に
統
一
さ
れ
て
い
る
。

各
郡
長
か
ら
進
達
さ
れ
た
民
度
區
域
調
は
、
近
代
化
・
産
業
化
が
始
動
し
た

明
治
中
期
の
福
島
縣
に
お
け
る
民
衆
の
日
常
生
活
を
活
写
し
た
第
一
級
の
地
誌

と
み
と
め
ら
れ
る
。
と
く
に
、
風
俗
生
計
と
雑
件
の
両
項
目
は
、
郡
役
所
役
人

の
視
線
で
社
会
階
層
別
の
衣
食
住
を
含
む
日
常
生
活
を
描
い
た
他
に
類
例
を

見
な
い
史
料
で
あ
る
。
風
俗
生
計
の
項
に
は
、
生
計
費
、
常
用
衣
服
、
晴
着
、

暦
、
常
食
物
、
講
、
自
家
用
酒
造
戸
数
、
家
屋
、
日
用
品
の
流
通
、
県
会
議
員

の
有
権
者
数
、
お
よ
び
徴
兵
状
況
が
、
雑
件
の
項
に
は
、
出
稼
ぎ
、
生
活
時

間
、
夜
業
、
休
日
、
お
よ
び
習
俗
な
ど
が
生
き
生
き
と
描
か
れ
て
い
る
。

「
南
會
津
郡
　
民
度
区
域
取
調
」
を
明
治
二
十
年
十
月
五
日
に
福
島
縣
に

進
達
し
た
長
澤
惟
和
は
、
明
治
十
九
（
一
八
八
六
）
年
十
月
十
日
か
ら
明
治

二
十
年
十
月
二
五
日
ま
で
、
南
會
津
郡
長
を
務
め
た
（
南
會
津
郡
役
所
、

一
九
一
四

：

三
六
頁
）。
惟
和
は
、
天
保
十
四
（
一
八
四
三
）
年
十
二
月
二
五
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明
治
二
十
年
「
南
會
津
郡
　
民
度
区
域
取
調
」
と
そ
の
作
成
に
関
わ
る
史
料

す
な
わ
ち
、「
貧
富
の
差
、
教
育
の
進
度
及

人
民
ノ
風
俗
」
に
も
と
づ
い
て
、
南
會
津

郡
を
駒
戸
峠
、
七
ケ
森
嶽
、
中
山
峠
を
境

と
し
て
、
東
部
（
上
郷
と
下
郷
）
と
西
部

（
伊
北
郷
、
伊
南
郷
、
立
岩
郷
）
に
二
分
し

た
。
東
部
は
阿
賀
野
川
上
流
の
大
川
、
檜

沢
川
、
荒
海
川
の
流
域
に
、
西
部
は
阿
賀

野
川
上
流
の
只
見
川
、
伊
南
川
、
舘
岩
川

の
流
域
に
当
た
る
。
江
戸
時
代
か
ら
明
治

時
代
初
期
ま
で
、
東
部
は
南
山
御
蔵
入
領

の
小
出
組
、
弥
五
島
組
、
楢
原
組
、
松
川

組
、
田
島
組
、
高
野
組
、
川
嶋
組
の
一
部

に
、
西
部
は
南
山
御
蔵
入
領
の
黒
谷
組
、

和
泉
田
組
、
古
町
組
、
熨
斗
戸
組
に
所
属

し
て
い
た
。

九
月
八
日
に
福
島
縣
知
事
・
折
田
平
内

は
、「
訓
令
庶
秘
第
二
號
（
史
料
三
）」
を

各
郡
長
に
令
達
し
て
、
九
月
三
十
日
ま
で

に
民
度
区
域
を
別
添
項
目
に
準
拠
し
て
差

し
出
す
よ
う
求
め
た
。
緒
言
に
は
、「
今

吾
縣
内
民
度
ノ
區
域
ヲ
査
定
セ
ン
ト
ス

日
、
庄
内
藩
中
老
・
松
平
権
右
衛
門
親
敏
の
次
男
と
し
て
鶴
岡
で
生
ま
れ
、
山

形
県
西
村
山
郡
長
、
東
田
川
郡
長
、
西
田
川
郡
長
を
歴
任
し
た
の
ち
、
南
會
津

郡
長
を
経
て
、
石
川
郡
長
に
転
じ
た
（
庄
内
人
名
辞
典
刊
行
会
、
一
九
八
六

：

四
九
五
頁
）。

翻
刻
に
あ
た
り
、
史
料
二
「
南
會
津
郡
　
民
度
区
畫
見
込
」
に
つ
い
て
は
、

田
島
町
史
編
纂
委
員
会
（
一
九
七
九

：

四
〇
七-

四
〇
八
頁
）
と
南
郷
村
史

編
さ
ん
委
員
会
（
一
九
八
三

：

二
一
〇-

二
一
一
頁
）
の
翻
刻
案
を
、
史
料

四
「
南
會
津
郡
　
民
度
区
域
取
調
」
に
つ
い
て
は
、
南
会
津
町
村
史
連
絡
会

（
一
九
九
二
）
の
翻
刻
案
を
参
考
に
し
た
。

一
　
史
料
の
作
成
過
程

明
治
二
十
（
一
八
八
七
）
年
七
月
四
日
、
福
島
縣
第
一
部
長
・
永
峰
彌
吉
は

庶
務
課
長
・
沼
澤
七
郎
が
起
案
し
た
「
一
庶
第
二
九
七
号
」
を
各
郡
長
に
送
達

し
て
、
所
轄
の
郡
を
数
区
に
区
分
す
る
「
民
度
区
畫
見
込
」
を
七
月
二
十
日
ま

で
に
提
出
す
る
よ
う
求
め
た
。「
過
般
御
参
廳
ノ
節
、
御
面
談
申
置
候
各
郡
へ

民
度
取
調
候
ニ
付
テ
ハ
」
と
あ
る
た
め
、「
一
庶
第
二
九
七
号
按
（
史
料
一
）」

作
成
に
先
立
っ
て
、
福
島
縣
廳
で
行
わ
れ
た
第
一
部
長
と
各
郡
長
と
の
面
談
を

契
機
に
、
各
郡
は
民
度
取
調
に
着
手
し
た
と
み
ら
れ
る
（
表
１
）。

「
一
庶
第
二
九
七
号
」
を
受
け
て
、
七
月
十
四
日
に
南
會
津
郡
長
・
長
澤
惟
和

は
、「
南
會
津
郡

　
民
度
区
畫
見
込
（
史
料
二
）」
を
第
一
部
長
に
回
答
し
た
。

表１　「南會津郡　民度区域取調」の作成過程

年月日 事項

明治 20 年 6 月下旬
から 7 月上旬か？

福島縣第一部長・永峰彌吉と各郡長、福島縣廳で民度取調について面談。

明治 20 年 7 月 4 日
福島縣庶務課長・沼澤七郎、7 月 20 日までに民度区畫見込の差出を各郡長に求める「一
庶第二九七号按伺（史料一）」を起案。同日付で、第一部長が各郡長に送達。

明治 20 年 7 月 14 日 南會津郡長・長澤惟和、第一部長に「南會津郡　民度区畫見込（史料二）」を回答。

明治 20 年 9 月 8 日
福島縣知事・折田平内、9 月 30 日までに民度区域調の差出を各郡長に求める「訓令庶秘
第二號（史料三）」を令達。

明治 20 年 10 月 5 日 南會津郡長、福島縣知事に「南會津郡　民度区域取調（史料四）」を進達。
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明
治
二
十
年
「
南
會
津
郡

　
民
度
区
域
取
調
」
と
そ
の
作
成
に
関
わ
る
史
料

ル
。
郡
以
テ
之
ヲ
分
タ
ン
歟
、
猶
廣
漠
ニ
失
ス
ル
ノ
憂
ア
リ
。
町
村
以
テ
之
ヲ

別
タ
ン
歟
、
猶
煩
砕
ニ
失
ス
ル
ノ
患
ア
リ
。
啻
此
憂
患
ア
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
、
復

之
カ
実
際
ニ
適
セ
サ
ル
モ
ノ
ア
ル
ヲ
如
何
セ
ン
。
故
ニ
先
ツ
各
郡
ニ
就
キ
、
物

産
ト
民
情
ト
ヲ
察
シ
、
固
有
ノ
形
勢
自
然
ノ
成
立
ニ
従
テ
、
適
宜
ニ
二
部
若
ク

ハ
三
部
ニ
分
割
シ
、
假
リ
ニ
民
度
ノ
區
域
ト
ナ
シ
、
政
策
施
行
ノ
参
考
ニ
備
ヘ

ン
ト
ス
」
と
、
民
度
区
域
調
の
目
的
が
示
さ
れ
て
い
る
。
民
度
区
域
調
は
、
明

治
十
一
（
一
八
七
八
）
年
に
制
定
さ
れ
た
郡
区
町
村
編
成
法
に
も
と
づ
く
地

方
制
度
か
ら
町
村
制
へ
の
移
行
過
程
で
実
施
さ
れ
た
調
査
の
一
つ
と
思
わ
れ
る

（
南
会
津
町
村
史
編
纂
連
絡
会
、
一
九
九
二

：

三
六
頁
）。
緒
言
に
続
い
て
調
査

項
目
が
詳
細
に
説
明
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
準
拠
し
て
「
南
會
津
郡
　
民
度
区

域
取
調
」
も
作
成
さ
れ
た
。

「
訓
令
庶
秘
第
二
號
」
を
受
け
て
、
十
月
五
日
に
南
會
津
郡
長
は
、「
南
會
津

郡
　
民
度
区
域
取
調
（
史
料
四
）」
を
福
島
縣
知
事
に
進
達
し
た
。本
史
料
は
、

縦
二
六
㎝
、
横
三
六
㎝
の
縦
帳
で
、
朱
色
で
罫
線
と
用
紙
の
中
央
下
部
に
「
福

島
縣
南
會
津
郡
役
所
」
と
刷
ら
れ
た
四
五
丁
の
和
紙
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

統
計
数
値
は
明
治
十
九
年
の
事
実
に
も
と
づ
き
、
現
在
数
は
同
年
十
二
月
末
日

の
調
査
結
果
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

二
　
日
常
生
活
の
諸
相

「
南
會
津
郡

　
民
度
区
域
取
調
」
風
俗
生
計
の
項
目
に
よ
れ
ば
、
一
年
間
の

表２　明治 19（1886）年の南会津郡東部における衣食住

社会階層 上等 中等 下等

生計費 250 円 100 円 70 円

常用衣服 綿衣 綿衣の古着 綿衣または麻衣

食物（1日 3食） 米飯 米に粟または根菜の混炊 粟麦芋菜葉の雑炊、蕎麦粉の焼餅、馬鈴薯芋

家屋（建坪） 80 坪 40 坪 20 坪

屋根 萱葺 萱葺 萱葺

1 カ月の借家料賃貸 3 円 1 円 40 銭

新築一坪の費用 5 円 3 円 1 円 80 銭

史料） 「南會津郡　民度区域取調」（福島県歴史資料館所蔵「明治二十年七月、一種庶第二号、民度區畫調上申綴　
庶務課」明治・大正期福島県庁文書、資料番号：1059、所収）

表３　明治 19（1886）年の南会津郡西部における衣食住

社会階層 上等 中等 下等

生計費 200 円 90 円 60 円

常用衣服 綿衣 綿衣の古着および麻衣 中等と性質同じ、品格頗る粗悪。

食物（1日 3食） 米飯 米粟または根菜の混炊
粟麦芋菜葉の混炊、蕎麦粉の焼餅は上位、
馬鈴薯、玉蜀黍、夏秋は桃、栗、青豆等を
以て生活するものあり。

家屋（建坪） 70 坪 40 坪 30 坪

屋根 萱葺 萱葺 萱葺

1 カ月の借家料賃貸 2 円 1 円 30 銭

新築一坪の費用 4 円 50 銭 2 円 80 銭 1 円 70 銭

史料） 「南會津郡　民度区域取調」（福島県歴史資料館所蔵「明治二十年七月、一種庶第二号、民度區畫調上申綴　
庶務課」明治・大正期福島県庁文書、資料番号：1059、所収）
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明
治
二
十
年
「
南
會
津
郡
　
民
度
区
域
取
調
」
と
そ
の
作
成
に
関
わ
る
史
料

ミ
。
他
ニ
輸
出
セ
ス
」
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
粟
、
蕎
麦
、
大
豆
、
麦
は
、
中

下
層
の
食
物
と
な
っ
た
。
一
方
、
物
価
の
項
目
に
は
、「
大
根
野
菜
ノ
賣
買
極

メ
テ
稀
ナ
リ
」（
東
部
）、「
野
菜
ノ
賣
買
ナ
シ
」（
西
部
）
と
あ
る
。

風
俗
生
計
の
項
目
に
よ
れ
ば
、
恵
比
寿
講
を
行
う
の
は
商
家
と
金
満
家
に
限

ら
れ
て
お
り
、
日
待
を
行
う
の
は
「
中
等
ノ
中
以
上
」
で
あ
っ
た
。
壮
年
男
性

は
、
山
の
神
講
、
馬
つ
く
ら
い
、
二
百
十
日
の
前
祭
、
天
気
祭
で
飲
食
し
た
。

男
性
が
参
加
す
る
講
に
は
、
明
瞭
な
階
層
間
格
差
が
み
ら
れ
た
。
婦
女
子
の
参

加
す
る
講
に
は
、
地
蔵
講
、
観
音
講
が
あ
っ
た
。
本
史
料
の
執
筆
者
で
あ
る
郡

役
所
役
人
は
、「
概
ス
ル
ニ
名
ヲ
神
仏
ニ
仮
リ
、
各
自
ノ
食
欲
ヲ
飽
カ
シ
ム
ル

事
恰
モ
都
會
ノ
地
ニ
テ
青
年
輩
カ
、
名
ヲ
親
睦
懇
親
ニ
仮
リ
テ
酒
宴
ニ
酔
ル
ニ

異
ナ
ラ
ス
」
と
、
講
を
手
厳
し
く
評
価
し
て
い
る
。

地
租
を
五
円
以
上
納
め
る
二
十
歳
以
上
の
男
性
が
有
権
者
と
な
る
県
会
議
員

選
挙
権
を
持
つ
者
は
、
東
部
で
四
〇
一
人
、
西
部
で
一
二
五
人
で
あ
り
、
地
租

を
十
円
以
上
納
め
る
二
五
歳
以
上
の
男
性
が
有
権
者
と
な
る
県
会
議
員
被
選
挙

権
を
持
つ
者
は
、
東
部
で
三
五
人
、
西
部
で
九
人
で
あ
っ
た
。
県
会
議
員
選
挙

権
の
有
権
者
が
全
戸
に
占
め
る
構
成
比
は
、
東
部
で
十
五
．
五
％
、
西
部
で

五
．
六
％
で
あ
る
。
県
会
議
員
被
選
挙
権
の
有
権
者
が
全
戸
に
占
め
る
構
成
比

は
、
東
部
で
一
．
四
％
、
西
部
で
〇
．
四
％
で
あ
る
。
南
會
津
郡
で
は
、
高
額

の
地
租
を
納
め
る
富
裕
層
が
極
め
て
少
な
か
っ
た
。

東
部
西
部
と
も
に
太
陰
暦
を
用
い
、「
太
陽
暦
ハ
官
廳
及
人
民
ヨ
リ
官
廳
ニ

對
セ
ル
書
面
等
ニ
用
ユ
ル
ノ
ミ
」
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。
服
装
に
つ
い
て

生
活
費
、
常
用
衣
服
の
素
材
、
食
物
、
家
屋
規
模
な
ど
に
大
き
な
階
層
間
格
差

が
み
ら
れ
た
（
表
２
、３
）。
史
料
に
記
録
さ
れ
る
こ
と
が
極
め
て
稀
な
食
物
に

つ
い
て
も
、
東
部
西
部
と
も
に
、
上
層
が
一
日
三
食
と
も
米
飯
で
あ
っ
た
の
に

対
し
て
、
中
層
は
米
に
粟
ま
た
は
根
菜
の
混
炊
、
下
層
は
粟
、
麦
、
芋
、
菜
葉

の
雑
炊
、
蕎
麦
粉
の
焼
餅
、
馬
鈴
薯
、
玉
蜀
黍
な
ど
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。

「
民
度
区
域
取
調
」
に
先
立
っ
て
南
會
津
郡
長
か
ら
福
島
縣
第
一
部
長
に
回

答
さ
れ
た
「
南
會
津
郡
　
民
度
区
畫
見
込
（
史
料
二
）」
に
は
、
西
部
の
南
端

に
位
置
す
る
立
岩
郷
に
つ
い
て
、「
下
野
國
界
ニ
接
シ
地
勢
水
利
ニ
乏
シ
ク
、

概
ネ
玉
蜀
黍
、
粟
、
稗
、
麦
、
蕪
、
桃
等
ヲ
食
シ
、
近
國
無
比
ノ
寒
境
ナ
リ
」

と
報
告
さ
れ
て
い
る
。西
部
内
に
あ
っ
て
も
、
食
物
の
地
域
差
は
著
し
か
っ
た
。

耕
宅
地
の
項
目
に
は
、
東
部
で
「
部
内
ノ
収
穫
米
ハ
部
内
人
民
ノ
常
食
ニ
足

ラ
ス
シ
テ
、
其
不
足
ハ
若
松
地
方
ヨ
リ
輸
入
ス
」、
西
部
で
「
部
内
ノ
収
穫
米

ハ
部
内
人
民
ノ
常
食
ニ
足
ラ
ス
シ
テ
、
其
不
足
ハ
若
松
地
方
ヨ
リ
本
郡
東
部
ヲ

経
テ
輸
入
ス
」
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
江
戸
時
代
以
来
、
南
會
津
郡
で
は
、
不

足
す
る
飯
米
を
会
津
盆
地
か
ら
移
入
し
て
い
た
。
な
お
、
東
部
の
俵
は
、
三
斗

ま
た
は
四
斗
入
で
あ
っ
た
が
、
西
部
の
俵
は
五
斗
入
で
あ
っ
た
。

耕
宅
地
の
項
目
で
、
東
部
に
お
け
る
畑
作
物
は
、「
麦
ハ
大
麦
ヲ
作
ル
モ
ノ

多
シ
ト
雖
ト
モ
、
畑
作
中
最
モ
多
ク
耕
作
ス
ル
ハ
蕎
麦
、
大
豆
、
粟
等
ナ
リ
。

麦
ハ
部
内
ノ
食
糧
ト
ナ
ス
ノ
ミ
。
他
ニ
輸
出
セ
ス
」、
西
部
で
は
「
麦
ヲ
耕
作

ス
ル
モ
ノ
少
ナ
シ
。
之
レ
積
雪
深
ク
シ
テ
麦
苗
ノ
腐
敗
ス
ル
事
多
キ
ニ
ヨ
ル
。

多
ク
畑
作
ト
ナ
ス
ハ
蕎
麦
、
大
豆
、
粟
等
ナ
リ
。
皆
部
内
ノ
食
料
ト
ナ
ス
ノ
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明
治
二
十
年
「
南
會
津
郡

　
民
度
区
域
取
調
」
と
そ
の
作
成
に
関
わ
る
史
料

る
。
積
雪
の
多
い
冬
季
、
女
性
は
麻
糸
や
麻
織
物
の
製
造
に
従
事
し
、
男
性
は

関
東
地
方
か
ら
福
島
県
中
通
り
・
浜
通
り
に
屋
根
葺
の
出
稼
ぎ
に
出
た
。

東
部
西
部
と
も
に
、
夜
明
け
に
起
床
し
て
、
夜
十
一
時
頃
に
就
寝
し
た
。
男

性
の
藁
仕
事
、
女
性
の
裁
縫
が
夜
業
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、
雑
談
に
時

間
を
空
費
す
る
た
め
、「
職
業
上
勤
勉
ナ
リ
ト
ハ
称
シ
難
シ
」
と
厳
し
く
評
価
さ

れ
て
い
る
。
陰
暦
の
一
日
、
十
五
日
、
二
八
日
に
仕
事
を
休
み
、
こ
れ
以
外
に

臨
時
休
業
す
る
日
も
あ
る
。
夏
季
は
、
昼
食
後
に
后
睡
す
る
習
慣
が
み
ら
れ
た
。

雑
件
の
項
目
に
特
筆
さ
れ
て
い
る
の
は
、
芝
居
興
行
、
す
な
わ
ち
歌
舞
伎
興

行
に
狂
奔
す
る
老
若
男
女
の
姿
で
あ
る
。
「
古
来
農
家
ノ
子
弟
繁
農
ノ
候
ヲ
モ

顧
ミ
ス
、
其
技
ヲ
習
フ
事
數
十
日
、
之
ヲ
演
ス
ル
ヤ
近
隣
ノ
親
族
知
友
ヲ
招
キ

社
堂
地
又
ハ
草
野
ニ
場
所
ヲ
設
ケ
、
終
夜
飲
食
シ
ツ
ゝ
之
ヲ
観
セ
シ
ム
。
甲
村

ハ
乙
村
ヲ
招
キ
、
丙
村
ハ
丁
村
ヲ
招
ク
、
交
互
競
ウ
テ
止
マ
ス
」
と
史
料
は
語

る
。
若
者
が
歌
舞
伎
の
演
技
を
習
っ
て
上
演
す
る
「
習
い
狂
言
」
は
、
本
史
料

が
作
成
さ
れ
る
十
数
年
前
か
ら
、「
之
レ
ニ
換
ユ
ル
ニ
俳
優
ヲ
招
キ
、
甲
乙
相

競
フ
テ
観
覧
ス
ル
ノ
状
、
前
者
ニ
次
ク
」
と
あ
る
よ
う
に
、
歌
舞
伎
一
座
を
雇

い
入
れ
る
「
買
い
芝
居
」
に
転
換
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

渡
部
康
人
や
奥
会
津
博
物
館
の
調
査
に
よ
り
、「
社
堂
地
又
ハ
草
野
」
に

設
け
ら
れ
た
歌
舞
伎
舞
台
の
位
置
や
構
造
が
復
原
さ
れ
て
い
る
（
渡
部
、

二
〇
一
二
、
福
島
県
南
会
津
町
教
育
委
員
会
、
二
〇
一
四
）。
二
七
一
カ
村
か

ら
構
成
さ
れ
る
旧
南
山
御
蔵
入
領
で
は
、
一
七
〇
も
の
舞
台
が
確
認
さ
れ
て
お

り
、
芝
居
興
行
の
興
隆
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

も
、「
最
モ
装
飾
ニ
心
ヲ
用
ユ
ル
ハ
婚
葬
ノ
二
式
」
で
あ
っ
た
が
、
男
性
は
麻

裃
を
着
用
し
て
、「
旧
時
ニ
異
ナ
ラ
ス
」
と
い
う
有
様
で
あ
っ
た
。
下
層
男
性

の
頭
髪
は
、「
依
然
結
束
ス
ル
モ
ノ
ア
ル
ヲ
見
ル
」（
東
部
）、「
結
束
者
ア
ル
事

東
部
ヨ
リ
甚
タ
シ
」（
西
部
）
と
あ
る
よ
う
に
、
明
治
中
期
に
至
っ
て
も
、
髷

を
結
う
者
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
東
部
の
上
層
男
性
に
は
、
靴
を
履
く
者
も
少

し
ず
つ
増
加
し
た
が
、
洋
服
を
着
る
者
は
、
官
吏
と
教
員
に
限
ら
れ
た
。
郡
役

所
役
人
は
、「
外
國
ノ
風
俗
ヲ
学
フ
モ
ノ
殆
ン
ト
稀
ナ
リ
」
と
判
定
し
て
い
る
。

学
事
の
項
目
に
よ
れ
ば
、
明
治
二
十
年
四
月
に
東
部
で
は
高
等
小
学
校
一

校
、
尋
常
小
学
校
二
校
、
簡
易
小
学
校
十
五
校
、
西
部
で
は
尋
常
小
学
校
四

校
、
簡
易
小
学
校
十
四
校
を
数
え
た
。
学
齢
児
童
は
東
部
で
二
、
六
八
〇
人
、

西
部
で
一
、
七
六
八
人
で
あ
っ
た
。
学
齢
児
童
の
就
学
率
は
、
東
部
で
四
八
．

四
％
（
男
性

：

六
六
．
九
％
、
女
性

：

二
七
．
七
％
）、
西
部
で
四
二
．
一
％

（
男
性

：

六
六
．
八
％
、
女
性

：

十
五
．
六
％
）
に
止
ま
っ
た
。
明
治
十
九
年

四
月
十
日
に
公
布
さ
れ
た
小
学
校
令
に
よ
り
、
六
歳
の
学
齢
に
達
し
た
児
童
の

教
育
が
義
務
化
さ
れ
た
が
、
開
始
直
後
の
就
学
率
、
と
く
に
女
性
の
就
学
率
は

低
か
っ
た
。

雑
件
の
項
目
に
は
、
東
部
で
「
積
雪
中
男
ハ
概
子
下
野
、
常
陸
又
ハ
磐
城
地

方
ニ
屋
根
葺
業
ノ
出
稼
ヲ
ナ
ス
。
然
レ
ト
モ
近
年
其
所
得
甚
タ
少
ナ
シ
。
家

ニ
ア
ル
男
女
ハ
麻
糸
、
麻
織
物
、
藁
仕
事
、
煙
草
製
造
等
ニ
従
事
ス
」、
西
部

で
「
積
雪
中
男
ハ
下
野
地
方
ヘ
出
稼
シ
テ
家
根
葺
又
ハ
伐
木
等
ニ
従
事
シ
、
女

ハ
家
ニ
ア
リ
テ
、
麻
糸
又
ハ
麻
織
物
ノ
製
造
等
ニ
従
事
ス
」
と
報
告
さ
れ
て
い
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明
治
二
十
年
「
南
會
津
郡
　
民
度
区
域
取
調
」
と
そ
の
作
成
に
関
わ
る
史
料

糖
、
魚
、
酒
、
茶
と
い
っ
た
食
料
品
は
、
移
入
総
額
の
七
七
．
四
％
を
占
め
る
。

移
入
総
額
の
三
八
．
二
％
を
占
め
る
米
は
、
二
節
で
述
べ
た
よ
う
に
若
松
方
面

か
ら
、
移
入
総
額
の
二
五
．
三
％
を
占
め
る
塩
と
魚
類
は
、
越
後
国
か
ら
移
入

さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。

砂
糖
の
輸
入
量
が
三
、
五
〇
〇
貫
目
（
約
十
三
ｔ
）、
一
二
、
〇
〇
〇
円
に

上
り
、
移
入
総
額
の
十
一
．
五
％
を
占
め
る
点
も
注
目
さ
れ
る
。
福
島
県

に
お
け
る
現
住
人
口
一
〇
〇
人
当
た
り
の
菓
子
税
の
負
担
額
は
、
明
治
十
八

（
一
八
八
五
）
年
か
ら
明
治
二
八
（
一
八
九
五
）
年
の
十
年
間
に
増
加
し
た
こ

と
が
知
ら
れ
て
い
る
（
黒
崎
、
一
九
八
四

：

一
〇
〇
頁
）。
松
方
デ
フ
レ
の
影

響
を
受
け
た
時
期
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
相
当
量
の
砂
糖
が
購
入
さ
れ
て
い
た
事

実
は
、
末
端
消
費
の
堅
調
な
拡
大
傾
向
を
示
唆
し
て
い
る
。

他
方
、
呉
服
反
物
類
は
、
南
會
津
郡
へ
の
移
入
総
額
の
十
六
．
三
％
を
占
め

た
。
風
俗
生
計
の
項
目
に
記
さ
れ
て
い
る
晴
着
を
整
理
し
た
表
５
、
６
に
よ
れ

ば
、
婦
人
の
髪
を
飾
っ
た
簪
は
鼈
甲
、
銀
、
ま
た
は
洋
銀
製
で
あ
り
、
帯
は

絹
、
絹
綿
の
交
織
、
唐
縮
緬
、
あ
る
い
は
天
鵞
織
、
蝙
蝠
傘
は
絹
張
や
木
綿

張
、
羽
織
袴
の
素
材
は
絹
や
木
綿
で
あ
っ
た
。
郡
内
で
生
産
さ
れ
て
い
な
い
素

材
を
用
い
た
晴
着
や
木
綿
の
常
用
衣
類
は
、
郡
外
か
ら
購
入
さ
れ
た
と
み
ら
れ

る
。呉
服
古
着
な
ど
は
、
東
部
で
「
若
松
ニ
比
ス
レ
バ
壱
割
余
ノ
高
價
ナ
リ
」、

西
部
で
「
東
部
ニ
比
ス
レ
バ
壱
割
余
ノ
高
價
ナ
リ
」
と
、
会
津
盆
地
よ
り
も
高

値
で
取
引
さ
れ
て
い
た
。

風
俗
生
計
の
項
目
に
は
、「
家
計
ノ
困
難
ナ
ル
割
合
ニ
係
ハ
ラ
ス
、
婦
女
子

郡
役
所
役
人
が
芝
居
興
行
に
現
を
抜
か
す
老
若
男
女
を
苦
い
口
調
で
記
す
の

は
、「
終
始
數
十
日
間
為
メ
ニ
費
用
ト
光
陰
ヲ
空
消
ス
ル
」
か
ら
だ
け
で
は
な

か
っ
た
。「
且
之
レ
カ
興
行
ヲ
機
ト
シ
、
少
年
子
女
カ
相
誘
フ
テ
、
其
品
行
ヲ

壊
乱
ス
ル
事
極
メ
テ
深
シ
」
と
、
夜
陰
に
紛
れ
た
品
行
の
壊
乱
を
問
題
に
し
て

い
る
。
買
い
芝
居
に
転
換
し
た
後
も
、「
少
年
子
女
ノ
風
儀
ヲ
乱
ス
ベ
キ
媒
介

物
タ
ル
事
豪
モ
前
日
ニ
劣
ラ
ス
」
と
風
儀
の
乱
は
続
い
た
。

三
　
末
端
消
費
・
最
終
需
要
の
拡
大

風
俗
生
計
の
項
目
に
は
、
東
部
で
「
日
用
品
中
他
方
ニ
仰
ク
モ
ノ
ハ
、
呉
服

反
物
及
魚
塩
等
ニ
シ
テ
、
他
ハ
部
内
ノ
産
出
品
ヲ
用
ユ
」
、
西
部
で
「
日
用
品

中
他
方
ニ
仰
ク
モ
ノ
ハ
、
呉
服
反
物
及
魚
塩
等
ニ
シ
テ
、
他
ハ
部
内
ノ
産
出
品

ヲ
用
ユ
」
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
郡
外
か
ら
南
會
津
郡
に
移
入
さ
れ
た
物
産
の

総
額
は
、
明
治

一
七
・
十
八
・
十
九

年
の
三
年
間
を

平

均

す

る

と

一
〇
四
、六
〇
〇

円
に
達
し
た
（
表

４
）。
こ
の
う
ち
、

米
、
食
塩
、
砂

表４　�南会津郡における移入金額
（明治 17、18、19 年の平均）

移入品 移入金額 （構成比）

米 40,000 円 （38.2%）

食塩 24,000 円 （22.9%）

砂糖 12,000 円 （11.5%）

魚類 2,500 円 （2.4%）

酒類 2,000 円 （1.9%）

茶 500 円 （0.5%）

衣服反物類 17,000 円 （16.3%）

書籍及紙類 4,000 円 （3.8%）

蝋燭 1,400 円 （1.3%）

石油 1,200 円 （1.1%）

合計 104,600 円 （100.0%）

史料） 「南會津郡　民度区域取調」（福
島 県 歴 史 資 料 館 所 蔵「 明 治
二十年七月、一種庶第二号、
民度區畫調上申綴　庶務課」
明治・大正期福島県庁文書、
資料番号：1059、所収）
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明
治
二
十
年
「
南
會
津
郡

　
民
度
区
域
取
調
」
と
そ
の
作
成
に
関
わ
る
史
料

ハ
外
飾
ニ
注
意
深
キ
傾
向
ア
リ
テ
、
婦
女
子
勤

労
ノ
目
的
ハ
美
服
ヲ
購
ハ
ン
ト
ス
ル
ニ
ア
リ
、

ト
云
フ
モ
不
可
ナ
カ
ル
ベ
キ
有
様
ニ
シ
テ
、
借

財
ア
ル
ヨ
リ
ハ
、
服
装
ノ
醜
キ
耻
ツ
ル
ノ
景
況

ナ
リ
」（
東
部
）
と
い
う
見
解
が
示
さ
れ
て
い

る
。
婦
女
子
の
旺
盛
な
購
買
意
欲
が
、
末
端
消

費
・
最
終
需
要
を
拡
大
さ
せ
て
い
っ
た
と
み
ら

れ
る
。

西
部
に
お
け
る
風
俗
生
計
の
項
目
に
は
、

「
流
行
風
ニ
移
ル
事
、
東
部
ヨ
リ
速
カ
ナ
リ
ト
雖

モ
、
服
装
一
見
シ
テ
其
拙
ナ
ル
ヲ
見
ル
ヘ
シ
。

之
ヲ
例
セ
ン
ニ
男
子
ニ
シ
テ
鮮
明
ナ
ル
緑
色
、

紫
色
、
紅
色
等
ノ
襦
袢
ヲ
着
シ
、
或
ハ
濫
リ
ニ

襟
巻
ヲ
用
ヒ
、
眼
鏡
ヲ
掛
ケ
テ
愉
快
ノ
色
ヲ
呈

ス
ル
等
反
ッ
テ
品
格
ヲ
失
フ
モ
ノ
ア
リ
」
と
記

さ
れ
て
い
る
。
美
服
の
購
買
意
欲
は
、
婦
女
子

に
限
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
緑
、
紫
、

紅
色
の
派
手
な
襦
袢
が
、
郡
内
で
生
産
さ
れ
て

い
な
い
綿
製
品
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
襟
巻
や
眼

鏡
と
同
様
、
流
行
に
敏
感
な
青
年
の
購
買
意
欲

が
、
新
た
な
商
品
流
通
を
生
ん
だ
と
み
ら
れ
る
。

表５　明治 19（1886）年の南会津郡東部における晴着

社会階層 上等 中等 下等

男性・衣服の素材など 絹 綿の地織
中等に準ず。物質粗悪あるいは古物

（先代の譲り物または古着）

羽織 長い

袴 襠高 座袴

帯 良品

傘 絹張の蝙蝠傘
絹張と木綿張の蝙蝠傘
が相半・紙張りの雨傘

木綿張の蝙蝠傘・旧来の雨傘

履物
桐足駄・靴を履くもの
も増加

草履・朴の下駄足駄

女性・衣服の素材など 絹 木綿 価格は男子の中等の下の服装に準ずる

帯 絹織
絹 綿 の 交 織・ 唐 縮 緬・
天鵞織

履物 表付きの桐下駄 表付きの粗物の下駄

傘
絹張の蝙蝠傘・旧様の
紙張傘（両天）

木綿張りの蝙蝠傘・両天

頭飾 鼈甲の簪・銀簪 洋銀製等の簪

史料） 「南會津郡　民度区域取調」（福島県歴史資料館所蔵「明治二十年七月、一種庶第二号、民度區畫調上申綴　
庶務課」明治・大正期福島県庁文書、資料番号：1059、所収）

表６　明治 19（1886）年の南会津郡西部における晴着

社会階層 上等 中等 下等

男性・衣服の素材など 絹 綿布
服装の外形中等の如し。
垢衣弊袴甚だしい

羽織 長からず

袴 座袴

帯 絹を用いる者もあり

傘
絹張の蝙蝠傘・旧来の
雨傘

木綿張の蝙蝠傘・紙張
の雨傘

木綿張の蝙蝠傘・旧来の雨傘

履物 朴の下駄足駄 藁草履・粗末なる下駄

女性・衣服の素材など 絹・木綿 綿衣
中等に比すれば数等を減ずべしと雖も
男子に比すれば数等優れる

帯 唐縮緬・紅色を好む

履物 表付き 朴胡桃樹等で造る

傘 絹張の蝙蝠傘・両天 両天

頭飾 鼈甲の簪・銀簪 洋銀製等の簪

史料） 「南會津郡　民度区域取調」（福島県歴史資料館所蔵「明治二十年七月、一種庶第二号、民度區畫調上申綴　
庶務課」明治・大正期福島県庁文書、資料番号：1059、所収）
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明
治
二
十
年
「
南
會
津
郡
　
民
度
区
域
取
調
」
と
そ
の
作
成
に
関
わ
る
史
料

多
様
な
移
入
品
の
う
ち
、「
石
油
　
五
百
箱
　
千
二
百
円
」
は
、
開
港
以
前

に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
新
た
な
商
品
流
通
の
動
向
を
示
唆
し
て
い
る
。
石
油
、

洋
銀
製
の
簪
、
天
鵞
織
の
帯
を
は
じ
め
多
様
な
舶
来
品
は
、
明
治
中
期
ま
で

に
、
山
深
い
村
々
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
。

四
　
生
産
活
動
の
活
性
化

南
會
津
郡
か
ら
郡
外
に
移
出
さ
れ
た
物
産
の
総
額
は
、
明
治
十
七 

・
十
八
・
十
九
年
の
三
年
間
を
平
均
す
る
と
九
五
、
一
三
〇
円
に
達
し
た
。
こ
の

う
ち
、
生
糸
と
繭
は
移
出
総
額
の
五
六
．
四
％
を
占
め
る
本
郡
第
一
の
物
産
と

な
っ
て
い
た
（
表
７
）。
本
郡
で
生
産
さ
れ
た
生
糸
の
九
割
は
、
十
七
世
紀
か

ら
養
蚕
が
行
わ
れ
て
き
た
西
部
で
生
産
さ
れ
て
い
る
（
表
８
）。

明
治
十
九
年
の
西
部
に
お
け
る
生
糸
の
生
産
量
は
、
明
治
十
六
年
の
三
倍
弱

こ
う
し
た
服
装
に
関
す
る
流
行
の
発
生
源
の
一
つ
と
し
て
、
雑
件
の
項
目
に

特
筆
さ
れ
て
い
る
「
俳
優
ヲ
招
キ
、
甲
乙
相
競
フ
テ
観
覧
ス
ル
ノ
状
」、
す
な
わ

ち
「
買
い
芝
居
」
の
影
響
を
想
定
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
一
座
の
持
ち

込
む
舞
台
衣
装
や
芝
居
を
離
れ
て
も
垢
抜
け
た
身
形
が
、「
芝
居
興
行
ニ
心
酔
ス

ル
」
婦
女
子
や
若
者
の
心
を
掴
む
の
は
、
昔
も
変
わ
ら
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

芝
居
興
行
に
掛
か
る
経
費
も
、
郡
役
所
役
人
が
「
終
始
數
十
日
間
為
メ
ニ
費

用
ト
光
陰
ヲ
空
消
ス
ル
事
実
ニ
甚
タ
シ
ク
、
其
間
老
幼
男
女
ヲ
論
セ
ス
、
心
ヲ

此
一
点
ニ
傾
ケ
東
西
ニ
奔
走
ス
ル
」
と
嘆
い
て
い
る
よ
う
に
、
相
当
な
金
額
に

上
っ
た
。
芝
居
興
行
に
は
、
舞
台
の
設
置
、
衣
装
・
幕
・
小
道
具
・
カ
ツ
ラ
の

調
達
に
加
え
て
、
「
習
い
芝
居
」
の
場
合
に
は
、
歌
舞
伎
を
習
う
若
者
へ
所
作

を
伝
授
す
る
振
付
太
夫
（
振
付
師
）
や
三
味
線
を
弾
い
て
浄
瑠
璃
を
語
る
義
太

夫
奏
者
へ
の
礼
金
、「
買
い
芝
居
」
の
場
合
に
は
、
歌
舞
伎
一
座
に
支
払
う
対

価
な
ど
が
必
要
で
あ
っ
た
（
福
島
県
南
会
津
町
教
育
委
員
会
、
二
〇
一
四

：

二
四
頁
）。

西
部
に
位
置
す
る
片
貝
村
中
丸
家
に
保
存
さ
れ
て
い
た
膨
大
な
歌
舞
伎
衣
装

は
、
現
在
、
奥
会
津
博
物
館
・
南
郷
館
に
保
管
さ
れ
て
お
り
、
福
島
県
の
重
要

有
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
村
々
は
、
十
九
世
紀
中
期
か
ら
中
丸

家
な
ど
に
料
金
を
支
払
っ
て
絢
爛
豪
華
な
衣
装
を
借
り
受
け
、
競
っ
て
芝
居
を

上
演
し
た
。
西
部
の
恥
風
村
平
野
家
、
大
新
田
村
酒
井
家
、
小
川
村
山
中
家
、

東
部
の
田
島
村
黒
川
家
も
、
歌
舞
伎
衣
装
な
ど
を
貸
し
出
し
て
い
た
こ
と
が
確

認
さ
れ
て
い
る
（
福
島
県
南
会
津
町
教
育
委
員
会
、
二
〇
一
四

：

二
七
頁
）。

表７　�南会津郡における移出金額
（明治 17、18、19 年の平均）

移出品 移出金額 （構成比）

生糸 48,600 円 （51.1%）

繭 5,000 円 （5.3%）

麻 15,000 円 （15.8%）

麻布 6,000 円 （6.3%）

麻糸 2,250 円 （2.4%）

紫蕨 1,000 円 （1.1%）

人参 2,000 円 （2.1%）

大角豆 1,400 円 （1.5%）

米 1,200 円 （1.3%）

煙草 5,000 円 （5.3%）

酒類 1,680 円 （1.8%）

馬 4,000 円 （4.2%）

木地 2,000 円 （2.1%）

合計 95,130 円 （100.0%）

史料） 「南會津郡　民度区域取調」（福
島 県 歴 史 資 料 館 所 蔵「 明 治
二十年七月、一種庶第二号、
民度區畫調上申綴　庶務課」
明治・大正期福島県庁文書、
資料番号：1059、所収）
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明
治
二
十
年
「
南
會
津
郡

　
民
度
区
域
取
調
」
と
そ
の
作
成
に
関
わ
る
史
料

度
区
畫
見
込
（
史
料
二
）」
も
、「
西
部
ハ
、
…
（
中
略
）
…
天
然
性
及
荒
蕪
地

等
ニ
植
付
ケ
ル
桑
樹
多
キ
ニ
ヨ
リ
、
養
蚕
ノ
業
年
々
盛
大
ニ
赴
キ
、
生
計
上
東

部
に
比
ス
レ
ハ
幾
分
ノ
易
キ
ヲ
見
ル
。
…
（
中
略
）
…
東
部
ハ
、
…
（
中
略
）

…
両
三
年
来
養
蚕
ノ
利
ア
ル
ヲ
知
リ
、
競
フ
テ
桑
樹
ノ
栽
培
ニ
従
事
ス
ル
ニ
ヨ

リ
、
遠
カ
ラ
ス
其
面
目
ヲ
一
変
ス
ル
ニ
至
ル
ベ
シ
」
と
、
養
蚕
の
発
展
を
躍
動

的
に
描
い
て
い
る
。

一
方
、
麻
、
麻
糸
、
お
よ
び
麻
布
を
合
わ
せ
る
と
、
麻
製
品
の
出
荷
額
は

二
三
、
二
五
〇
円
に
上
り
、
移
出
総
額
の
二
四
．
五
％
を
占
め
る
。
麻
の
生
産

量
は
、
東
部
で
八
千
貫
目
（
約
三
十
ｔ
）、
西
部
で
二
万
貫
目
（
約
七
五
ｔ
）

に
達
し
、
東
京
、
横
浜
、
栃
木
県
に
出
荷
さ
れ
た
。
生
糸
や
繭
の
生
産
量
が
急

増
し
た
明
治
中
期
ま
で
、
大
麻
は
本
郡
を
代
表
す
る
特
産
物
で
あ
っ
た
。

西
部
に
位
置
す
る
鴇
巣
村
で
編
ま
れ
た
安
藤
孝
寛
編
（
一
九
一
五
）『
鴇
巣

郷
土
誌
　
第
弐
号
　
鴇
巣
同
窓
會
』（
旧
南
郷
村
教
育
委
員
会
架
蔵
、
稿
本
）

第
十
四
章
・
経
済
、
第
六
節
・
物
ノ
輸
出
入
及
生
活
費
に
は
、「
明
治
初
年
頃

マ
デ
　
輸
出
　
麻
、
青
苧
、
細
美
、
も
ぢ
、
繰
糸
、
し
な
縄
。
輸
入
　
塩
、

反
物
、
日
常
ノ
必
要
品
。
明
治
中
年
頃
ヨ
リ
　
輸
出
　
生
糸
、
米
、
麻
。
輸

入
　
反
物
、
塩
、
石
油
、
酒
、
醤
油
、
大
豆
等
。
明
治
三
十
三
年
度
　
輸
出
品
　

一
、
生
糸
　
八
拾
貫
目
、
参
千
弐
百
円
也
、
一
、
麻
　
五
百
貫
目
、
四
百
八
拾

円
也
、
一
、
青
苧

　
六
貫
目

　
弐
拾
弐
円
也
、
一
、
米

　
四
拾
弐
石

　
五
百
円

也
、
一
、
細
美

　
二
百
反
、
弐
百
六
十
円
也
。（
二
〇
六
頁
）」、
第
十
三
章
・

風
俗
習
慣
、
第
三
節
・
休
日
及
労
働
上
ノ
習
慣
に
は
、「
女
子
モ
麻
織
物
盛
ニ

に
急
増
し
て
、
一
一
〇
〇
貫
目
（
約
四

ｔ
）
に
達
し
た
。
生
産
量
の
約
半
分
が
海

外
輸
出
さ
れ
る
高
級
品
で
あ
っ
た
。
明
治

十
九
年
の
桑
苗
の
植
樹
数
も
、
明
治
十
七

年
の
一
．
五
倍
に
増
加
し
て
い
る
。
物

産
の
項
目
に
は
、「
生
糸
ノ
製
造
上
ニ
付

キ
、
年
年
進
歩
ノ
勢
ア
リ
。
本
部
ハ
古
来

養
蚕
ヲ
ナ
シ
タ
ル
地
ニ
付
、
東
部
ニ
比
ス

レ
ハ
遥
ニ
精
好
ノ
品
ヲ
出
ス
」
と
増
産
傾

向
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。

東
部
に
お
け
る
生
糸
の
生
産
量
は
、
明

治
十
六
年
に
二
十
貫
目
（
約
七
五
㎏
）
に

過
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
明
治
十
九
年

に
は
明
治
十
六
年
の
六
倍
強
に
急
増
し

て
、
明
治
二
十
年
に
は
海
外
輸
出
が
始

ま
っ
た
（
表
８
）。
桑
苗
の
植
樹
数
も
、

明
治
十
七
年
か
ら
十
九
年
ま
で
毎
年
倍
増

し
て
い
る
。
物
産
の
項
目
で
は
、
こ
の
よ

う
な
状
況
を
「
生
糸
ノ
製
造
上
本
年
ニ
至

リ
、
大
ヒ
ニ
改
良
ノ
緒
ニ
就
ケ
リ
」
と

高
く
評
価
し
て
い
る
。「
南
會
津
郡

　
民

表８　南会津郡における生糸の生産

明治 16（1883）年 明治 17（1884）年 明治 18（1885）年 明治 19（1886）年 明治 20（1887）年

西部における生産量
（うち海外輸出向）

400 貫目
（180 貫目）

630 貫目
（270 貫目）

750 貫目
（450 貫目）

1,100 貫目
（450 貫目）

1,526 貫目
（567 貫目）

東部における生産量
（うち海外輸出向）

20 貫目
（０）

34 貫目
（０）

95 貫目
（０）

123 貫目
（０）

179 貫目
（63 貫目）

西部における生産額
（うち海外輸出向）

18,400 円
（9,000 円）

25,200 円
（11,400 円）

30,000 円
（19,000 円）

43,600 円
（20,000 円）

56,462 円
（25,550 円）

東部における生産額
（うち海外輸出向）

580 円
（０）

940 円
（０）

2,800 円
（０）

4,900 円
（０）

5,370 円
（1,050 円）

史料） 「南會津郡　民度区域取調」（福島県歴史資料館所蔵「明治二十年七月、一種庶第二号、民度區畫調上申綴　
庶務課」明治・大正期福島県庁文書、資料番号：1059、所収）
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明
治
二
十
年
「
南
會
津
郡
　
民
度
区
域
取
調
」
と
そ
の
作
成
に
関
わ
る
史
料

方
ヨ
リ
出
稼
人
ノ
来
ル
モ
ノ
ハ
大
工
最
モ
多
シ
ト
ス
。
之
レ
ニ
次
ク
モ
ノ
ハ
桶

工
、
及
他
ノ
雑
業
者
ニ
シ
テ
、
往
々
籍
ヲ
移
シ
テ
永
住
ス
ル
モ
ノ
ア
リ
」
と
、

越
後
国
か
ら
南
會
津
郡
へ
の
労
働
移
動
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
大
工
、
桶
工
、

雑
業
者
の
出
稼
ぎ
は
、
養
蚕
や
麻
織
物
を
は
じ
め
と
す
る
生
産
活
動
が
活
性
化

し
た
た
め
、
南
會
津
郡
に
お
け
る
労
働
需
要
が
急
激
に
拡
大
し
た
こ
と
を
裏
付

け
て
い
る
。

養
蚕
雇
人
の
賃
金
は
一
日
十
八
銭
で
、
一
日
九
銭
の
耕
夫
の
賃
金
の
倍
額
に

上
っ
た
。
大
工
、
桶
屋
、
木
挽
職
の
賃
金
は
一
日
十
一
銭
、
石
工
、
左
官
、
屋

根
職
の
賃
金
は
一
日
十
四
銭
で
、
い
ず
れ
も
耕
夫
の
賃
金
を
上
回
っ
て
い
る
。

雑
件
の
項
目
に
東
部
で
は
「
通
例
、
朝
ハ
夜
明
ケ
ト
共
ニ
（
農
桑
繁
劇
ノ
時

ヲ
除
キ
）
起
キ
、
夜
ハ
十
一
時
過
臥
床
ニ
就
ク
」、
西
部
で
も
「
朝
ハ
日
出
ト

共
ニ
起
キ
出
テ
（
農
桑
繁
忙
ノ
時
ヲ
除
キ
）、
夜
ハ
十
一
時
過
ニ
臥
ス
ヲ
通
例

ト
ス
」
と
あ
る
た
め
、
農
業
や
養
蚕
が
繁
忙
期
を
迎
え
る
夏
季
に
は
、
睡
眠
時

間
も
削
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
と
く
に
蚕
が
四
齢
、
五
齢
（
終
齢
）
を
迎
え
る

時
期
に
は
、
猛
烈
な
食
欲
を
満
た
す
た
め
、
昼
夜
を
問
わ
ず
新
鮮
な
桑
の
葉
を

与
え
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
養
蚕
雇
人
の
日
給
が
高
い
理
由
は
、
十
分
な

睡
眠
時
間
が
確
保
で
き
な
い
過
酷
な
労
働
環
境
に
よ
る
と
み
ら
れ
る
。

越
後
国
か
ら
南
會
津
郡
に
出
稼
ぎ
に
来
た
人
々
の
な
か
に
は
、
入
籍
す
る

者
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
西
部
に
位
置
す
る
檜
枝
岐
村
の
新
兵
衛
は
、
嘉
永
五

（
一
八
五
二
）
年
九
月
、
大
工
と
し
て
数
年
間
に
わ
た
っ
て
檜
枝
岐
村
に
出
入
り

し
て
い
た
越
後
国
三
島
郡
間
瀬
村
の
医
師
松
仙
の
伜
太
兵
衛
を
婿
養
子
に
迎
え
る

賣
レ
ル
頃
（
サ
イ
ミ
、
モ
ジ
）、
明
治
廿
年
頃
マ
デ
、
秋
ヨ
リ
春
ニ
至
ル
マ

デ
、
全
力
ヲ
注
ギ
機
織
糸
拵
ヲ
ナ
シ
、
男
モ
之
ニ
助
力
ス
ル
如
キ
ナ
リ
シ
。

（
一
八
二
頁
）」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

十
九
世
紀
末
ま
で
鴇
巣
村
で
は
、
本
来
女
性
の
仕
事
で
あ
る
「
機
織
糸
拵
」

を
男
性
が
補
助
し
た
。
主
要
移
出
品
が
大
麻
・
麻
織
物
か
ら
生
糸
に
転
換
し
た

明
治
三
十
年
代
に
至
っ
て
も
、
大
量
の
大
麻
・
麻
織
物
が
生
産
さ
れ
て
い
た
。

十
九
世
紀
末
ま
で
、
麻
糸
や
麻
織
物
の
生
産
量
が
増
加
し
た
た
め
、
女
性
労
働

力
が
不
足
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

南
會
津
郡
に
お
け
る
馬
の
出
荷
額
は
四
千
円
に
上
り
、
移
出
総
額
の
四
．
二
％

を
占
め
た
。
東
部
で
は
二
、
八
〇
九
頭
、
西
部
で
も
一
、
〇
二
一
頭
の
馬
を
飼
育

し
て
、
上
野
国
や
武
蔵
国
秩
父
地
方
に
年
間
五
七
〇
頭
を
搬
出
し
て
い
た
。

本
史
料
に
明
治
十
六
（
一
八
八
三
）
年
以
降
の
増
産
が
記
録
さ
れ
て
い
る
生

糸
を
は
じ
め
、
大
麻
、
麻
糸
、
伊
北
晒
と
呼
ば
れ
た
麻
織
物
、
青
苧
、
ぜ
ん
ま

い
、
煙
草
、
朝
鮮
人
参
、
木
地
、
馬
な
ど
に
つ
い
て
も
、
明
治
中
期
ま
で
に
は

生
産
活
動
が
活
性
化
し
た
と
み
ら
れ
る
（
川
口
、
二
〇
一
七

：

二
八
五
頁
）。

五
　
労
働
需
要
の
拡
大

雑
件
の
項
目
に
は
、
西
部
で
「
越
後
地
方
ヨ
リ
出
稼
ハ
大
工
最
モ
多
シ
ト
雖

ト
モ
、
只
見
村
近
傍
越
後
国
ニ
界
セ
ル
村
落
ハ
、
農
桑
繁
劇
ノ
際
、
雇
入
ル
ル

事
、
少
ナ
カ
ラ
ス
。
彼
ヨ
リ
籍
ヲ
轉
ス
ル
モ
ノ
亦
多
シ
」、
東
部
で
「
越
後
地
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明
治
二
十
年
「
南
會
津
郡

　
民
度
区
域
取
調
」
と
そ
の
作
成
に
関
わ
る
史
料

衛
生
の
項
目
に
は
、
明
治
十
九
年
の
東
部
に
お
け
る
出
生
数
が
三
〇
一
人
、

死
亡
数
は
二
六
五
人
で
あ
り
、
年
間
約
九
十
人
が
増
加
す
る
と
報
告
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
た
め
、
一
八
八
六
年
の
普
通
出
生
率
は
二
一
‰
、
普
通
死
亡
率
は

十
八
‰
、
自
然
増
加
率
は
二
‰
、
人
口
増
加
率
は
六
‰
と
み
ら
れ
る
。
一
方
、

西
部
に
お
け
る
出
生
数
は
二
二
九
人
、
死
亡
数
は
一
九
六
人
で
、
年
間
約
七
十

人
が
増
加
す
る
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
八
八
六
年
の
普
通
出

生
率
は
二
十
‰
、
普
通
死
亡
率
は
十
七
‰
、
自
然
増
加
率
は
三
‰
、
人
口
増
加

率
は
六
‰
と
み
ら
れ
る
。

衛
生
の
項
目
に
示
さ
れ
て
い
る
東
部
に
お
け
る
結
婚
年
齢
は
、
男
性
が
十
九

歳
か
ら
二
二
歳
、
女
性
が
十
五
歳
か
ら
十
八
歳
、
西
部
で
は
男
性
が
十
九
歳

か
ら
二
三
歳
、
女
性
が
十
五
歳
か
ら
十
八
、
九
歳
と
い
う
記
述
は
、「
宗
門
改

人
別
家
別
書
上
帳
」
の
分
析
結
果
と
整
合
す
る
（
２
）

。
西
部
に
位
置
す
る
鴇
巣

村
で
寛
政
二
（
一
七
九
〇
）
年
か
ら
文
政
二
（
一
八
一
九
）
年
の
期
間
に
出

生
し
た
者
の
う
ち
、
結
婚
を
確
認
で
き
る
男
性
五
八
人
、
女
性
三
三
人
の
平

均
初
婚
年
齢
は
、
男
性
が
約
二
五
歳
、
女
性
が
約
十
九
歳
で
あ
っ
た
（
川
口
、

二
〇
一
七

：

二
六
二
頁
）。
早
婚
は
、
十
八
世
紀
中
期
か
ら
十
九
世
紀
末
ま
で

確
認
で
き
る
婚
姻
の
特
徴
で
あ
っ
た
。

こ
と
を
内
約
し
て
、
縁
組
を
願
い
出
て
い
る
（
川
口
、
二
〇
一
九

：

十
三
頁
）。

明
治
初
期
の
戸
籍
に
よ
れ
ば
、
下
野
国
境
に
近
い
東
部
に
位
置
す
る
藤
生
村
で

は
、
越
後
国
は
じ
め
他
国
出
身
の
配
偶
者
を
迎
え
た
夫
婦
が
、
寡
婦
𩻄
夫
を
除
く

全
夫
婦
の
二
六
％
に
達
し
た
（
川
口
、
二
〇
一
七

：

二
八
五
頁
）。
手
間
取
や
厄

介
と
し
て
、
明
治
初
期
の
戸
籍
に
登
録
さ
れ
た
越
後
出
身
者
も
散
見
さ
れ
る
。

六
　
人
口
構
造
の
特
色

町
村
戸
口
地
租
の
項
目
に
よ
れ
ば
、
明
治
十
九
（
一
八
八
六
）
年
十
二
月
末

日
の
南
會
津
郡
東
部
に
お
け
る
人
口
は
一
四
、
三
九
八
人
（
士
族

：

四
六
人
、

平
民

：

一
四
、
三
五
二
人
）
、
戸
数
は
二
、
五
八
〇
戸
と
記
録
さ
れ
て
い
る
た

め
、
一
戸
当
た
り
の
平
均
規
模
は
五
．
六
人
で
あ
る
。
他
方
、
西
部
に
お
け
る

人
口
は
一
一
、二
九
四
人
（
平
民

：

一
一
、二
九
四
人
）、
戸
数
は
二
、二
四
〇
戸

で
あ
る
た
め
、
一
戸
の
平
均
規
模
は
五
．
〇
人
と
な
る
。
士
族
人
口
が
極
め
て

少
な
く
、
総
人
口
の
〇
．
二
％
に
止
ま
っ
て
い
る
。

町
村
戸
口
地
租
の
項
目
に
記
さ
れ
て
い
る
人
口
は
、
福
島
縣
『
明
治
二
十
二

年
　
福
島
縣
人
員
統
計
書
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
明
治
十
九
年
十
二
月
の
本
籍

人
口
と
一
致
す
る
。
戸
数
は
、『
福
島
縣
人
員
統
計
書
』
の
本
籍
戸
数
よ
り
一

戸
少
な
い
。
両
史
料
に
は
、
わ
ず
か
の
齟
齬
が
み
ら
れ
る
が
、
本
史
料
に
掲
載

さ
れ
て
い
る
人
口
と
戸
数
は
、
現
住
人
口
と
戸
数
で
は
な
く
、
本
籍
人
口
と
戸

数
と
み
ら
れ
る
（
１
）

。
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明
治
二
十
年
「
南
會
津
郡
　
民
度
区
域
取
調
」
と
そ
の
作
成
に
関
わ
る
史
料

の
活
性
化
に
よ
っ
て
生
じ
た
急
激
な
労
働
需
要
の
拡
大
に
と
も
な
い
、
越
後
国

か
ら
南
會
津
郡
に
出
稼
ぎ
に
来
る
労
働
移
動
も
活
発
に
な
っ
た
。

史
料
を
作
成
し
た
郡
役
所
役
人
は
、「
其
原
由
ハ
他
ヨ
リ
移
住
人
員
ノ
増
加
ス

ル
ニ
ア
ラ
ズ
シ
テ
、
死
亡
者
ヨ
リ
出
生
者
ノ
多
キ
ニ
ア
リ
」
と
、
人
口
増
加
の

要
因
を
自
然
増
加
に
求
め
て
い
る
。
人
口
再
生
産
構
造
の
復
原
を
俟
た
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
が
、
十
八
世
紀
中
期
か
ら
本
郡
で
確
認
で
き
る
早
婚
の
慣
習
は
、

労
働
需
要
の
拡
大
な
ど
に
応
じ
て
、
出
生
力
を
調
整
す
る
こ
と
の
で
き
た
必
要

条
件
の
一
つ
で
は
な
か
ろ
う
か
。
一
八
四
〇
年
代
か
ら
観
察
で
き
る
世
帯
規
模

の
拡
大
、
家
族
構
造
の
複
雑
化
、
乳
児
の
性
比
改
善
と
い
っ
た
一
連
の
変
化

も
、
末
端
消
費
・
最
終
需
要
の
拡
大
、
生
産
活
動
の
活
性
化
、
労
働
需
要
の
拡

大
と
い
っ
た
地
域
変
化
の
な
か
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
思
わ
れ
る
。

謝
辞
　
筆
者
は
、
天
明
三
（
一
七
八
三
）
年
の
冷
害
に
と
も
な
う
死
亡
危
機
に

つ
い
て
執
筆
の
機
会
に
恵
ま
れ
た
（
川
口
、
印
刷
中
）。
救
慌
食
に
つ
い
て
調

べ
て
い
る
う
ち
に
、
故
黒
崎
千
晴
先
生
か
ら
本
史
料
に
記
録
さ
れ
て
い
る
食
物

の
地
域
差
に
つ
い
て
三
十
年
前
に
御
教
示
い
た
だ
い
た
こ
と
が
、
記
憶
の
底
か

ら
蘇
っ
た
。
平
成
三
十
年
晩
秋
、
福
島
県
歴
史
資
料
館
の
御
厚
情
に
よ
り
、
本

史
料
の
閲
覧
と
写
真
撮
影
を
許
さ
れ
た
。
筆
者
の
怠
慢
に
よ
り
、
本
史
料
の
紹

介
が
今
に
な
っ
た
こ
と
を
お
詫
び
す
る
と
と
も
に
、
改
め
て
学
恩
に
深
謝
し
た

い
。
翻
刻
に
あ
た
り
、
東
昇
先
生
、
鈴
木
明
子
先
生
に
御
教
示
い
た
だ
い
た
。

お
わ
り
に

南
會
津
郡
を
含
む
南
山
御
蔵
入
領
で
は
、
一
八
四
〇
年
代
か
ら
人
口
回

復
・
増
加
が
始
ま
っ
た
（
川
口
、
一
九
九
八

：

十
一
頁
）。
南
會
津
郡
の

本
籍
人
口
は
、
明
治
十
三
（
一
八
八
〇
）
年
の
二
四
、
二
八
四
人
か
ら
明

治
十
九
（
一
八
八
六
）
年
末
の
二
五
、
六
九
二
人
に
増
加
し
た
（
福
島
縣
、

一
八
九
〇
）。
六
年
間
の
人
口
増
加
率
は
五
．
八
％
に
達
し
た
。
そ
の
た
め
、「
南

會
津
郡
　
民
度
区
域
取
調
」
が
描
く
明
治
中
期
の
日
常
生
活
は
、
人
口
回
復
・

増
加
が
本
格
化
し
た
時
期
の
一
局
面
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

明
治
二
十
年
十
月
に
南
會
津
郡
長
か
ら
福
島
縣
知
事
に
進
達
さ
れ
た
「
南
會

津
郡
　
民
度
区
域
取
調
」
を
検
討
し
た
結
果
、
末
端
消
費
・
最
終
需
要
の
拡

大
、
生
産
活
動
の
活
性
化
、
労
働
需
要
の
拡
大
と
い
っ
た
地
域
変
化
を
読
み
取

る
こ
と
が
で
き
た
。
明
治
中
期
ま
で
に
、
郡
内
で
生
産
さ
れ
て
い
な
い
素
材
を

用
い
た
呉
服
反
物
類
、
鼈
甲
や
銀
製
の
簪
は
じ
め
多
様
な
商
品
が
、
南
會
津
郡

の
村
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
。
歌
舞
伎
興
行
に
狂
奔
す
る
老
若
男
女
の
姿

は
、
本
郡
の
活
力
を
象
徴
す
る
現
象
と
み
ら
れ
る
。
歌
舞
伎
を
習
っ
た
農
家
の

子
弟
は
、
村
々
に
設
け
ら
れ
た
舞
台
で
豪
華
な
貸
衣
装
を
身
に
着
け
、
演
技
を

競
っ
た
。
一
方
、
本
郡
で
は
一
八
八
〇
年
代
以
降
、
生
糸
の
生
産
量
が
増
加
し

て
、
海
外
輸
出
も
本
格
化
し
た
。
江
戸
時
代
以
来
、
本
郡
を
代
表
す
る
特
産
品

で
あ
っ
た
大
麻
製
品
の
生
産
も
引
き
続
き
活
発
で
あ
り
、
女
性
の
仕
事
で
あ
る

機
織
糸
拵
を
男
性
が
助
力
す
る
ほ
ど
、
女
性
労
働
力
が
不
足
し
た
。
生
産
活
動
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明
治
二
十
年
「
南
會
津
郡

　
民
度
区
域
取
調
」
と
そ
の
作
成
に
関
わ
る
史
料

・
南
郷
村
史
編
さ
ん
委
員
会
（
一
九
八
三
）『
南
郷
村
史
　
第
３
巻
　
近
代
史
料
』
歴
史

春
秋
社
。

・
福
島
縣
（
一
八
九
〇
）『
明
治
二
十
二
年
　
福
島
縣
人
員
統
計
書
　
全
』
。

・
福
島
県
南
会
津
町
教
育
委
員
会
（
二
〇
一
四
）
『
奥
会
津
博
物
館
開
館
二
十
周
年
事
業

企
畫
展
報
告
書
　
会
津
の
歌
舞
伎
‐
そ
の
歴
史
と
民
衆
の
活
力
‐
』

・
南
會
津
郡
役
所
（
一
九
一
四
／
一
九
八
七
）『
南
会
津
郡
誌
』
臨
川
書
店
。

・
南
会
津
町
村
史
編
纂
連
絡
会
編
（
一
九
九
二
）「
南
会
津
　
民
度
区
域
調
」
南
山
史
料
集

成
、
第
二
輯
、
二
一
～
三
六
頁
。

・
渡
部
康
人
（
二
〇
一
二
）『
会
津
歌
舞
伎
史
‐
基
礎
的
調
査
と
研
究
‐
』
歴
史
春
秋
社
。

・K
a
w

a
g

u
ch

i, H
iro

sh
i. 2009. “

D
a
ta

 A
n

a
ly

sis S
y

stem
 fo

r P
o
p
u

la
tio

n
 a

n
d
 

F
a
m

ily
 S

tu
d
ies o

n
 J

a
p
a
n
 in

 th
e 17th

-19th
 C

en
tu

ries”
, J

ap
an

ese J
ou

rn
al 

of H
u
m

an
 G

eog
raph

y

（
人
文
地
理
）. V

o
l.61,N

o
.6. p

p
.2-22.

注
（
１
） 

明
治
二
二
（
一
八
八
九
）
年
の
南
會
津
郡
に
お
け
る
本
籍
人
口

：

二
六
、
九
三
四
人
と

現
住
人
口

：

二
六
、
八
一
六
人
の
差
は
、
一
一
八
人
で
あ
る
（
福
島
縣
、
一
八
九
〇

：

三
五
頁
）。
他
府
県
・
他
郡
へ
の
出
寄
留
が
二
三
六
人
、
他
町
村
へ
の
出
寄
留
が

一
五
一
人
、
陸
海
軍
在
営
在
艦
者
が
三
五
人
、
囚
人
が
十
三
人
、
失
踪
者
が
三
三
四

人
、
他
府
県
・
他
郡
か
ら
の
入
寄
留
が
五
百
人
、
他
町
村
か
ら
の
入
寄
留
が
一
五
一
人

で
あ
る
（
福
島
縣
、
一
八
九
〇

：

九
五
頁
）。
明
治
中
期
ま
で
本
郡
に
お
け
る
社
会
増

減
は
僅
か
で
あ
っ
た
。

（
２
） 

會
津
郡
石
伏
村
で
宝
暦
二
（
一
七
五
二
）
年
か
ら
明
和
八
（
一
七
七
一
）
年
に
生
ま

れ
た
女
性
十
三
人
の
平
均
初
婚
年
齢
は
約
十
六
歳
、
會
津
郡
小
松
川
村
で
寛
政
四

（
一
七
九
二
）
年
か
ら
文
化
八
（
一
八
一
一
）
年
に
生
ま
れ
た
女
性
十
一
人
の
平
均
初

婚
年
齢
は
約
十
九
歳
で
あ
っ
た
（K

a
w

a
g

u
ch

i, 2009, p
.17

）。

参
考
文
献

・
川
口
　
洋
（
一
九
九
八
）「
十
七
～
十
九
世
紀
の
会
津
・
南
山
御
蔵
入
領
に
お
け
る
人

口
変
動
と
出
生
制
限
」
歴
史
地
理
学
、
四
〇
巻
五
号
、
五
～
二
五
頁
。

・
川
口
　
洋
（
二
〇
一
七
）「
十
九
世
紀
の
越
後
国
か
ら
陸
奥
国
へ
の
遠
方
婚
か
ら
み

た
地
域
変
化
」
比
較
家
族
史
学
会
監
修
『
家
族
史
研
究
の
最
前
線
②
　
出
会
い
と
結

婚
』
日
本
経
済
評
論
社
、
二
五
三
～
二
八
九
頁
。

・
川
口
　
洋
（
二
〇
一
九
）「
十
八
・
十
九
世
紀
の
他
国
か
ら
会
津
・
南
山
御
蔵
入
領
へ
の

縁
組
手
続
き
に
関
わ
る
史
料
」
帝
塚
山
大
学
文
学
部
紀
要
、
第
四
十
号
、
一
～
三
一

頁
。

・
川
口
　
洋
（
印
刷
中
）「
天
明
三
（
一
七
八
三
）
年
の
冷
害
に
と
も
な
う
人
口
変
動
」

井
上
　
孝
・
和
田
光
平
編
『
災
害
の
人
口
学
』
原
書
房
。

・
黒
崎
千
晴
（
一
九
八
四
）「
明
治
前
期
、
最
終
需
要
か
ら
み
た
地
域
構
造
　
‐
菓
子
税

負
担
率
を
指
標
と
し
て
‐
」
歴
史
人
類
、
第
十
二
号
、
六
五
～
一
〇
五
頁
。

・
庄
内
人
名
辞
典
刊
行
会
編
（
一
九
八
六
）『
新
編

　
庄
内
人
名
辞
典
』
庄
内
人
名
辞
典

刊
行
会
。

・
田
島
町
史
編
纂
委
員
会
編
（
一
九
七
九
）『
田
島
町
史

　
第
７
巻

　
近
代
史
料
Ⅰ
』
歴

史
春
秋
社
。
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明
治
二
十
年
「
南
會
津
郡
　
民
度
区
域
取
調
」
と
そ
の
作
成
に
関
わ
る
史
料

過
般
御
参
廳
ノ
節
、
御
面
談
申
置
候
各
郡
へ
民
度
取
調
候
ニ
付
テ
ハ
、
御
調
整

ヲ
需
ム
ヘ
キ
ケ
條
』
ハ
一
定
ノ
上
、
更
ニ
可
申
遣
候
得
共
、
其
大
体
ト
ナ
ル
ヘ

キ
民
度
区
畫
ノ
義
、
左
ノ
振
合
ニ
御
見
込
御
申
出
有
之
付
其
御
差
出
期
限
ハ
、

晩
ク
モ
七
月
廿
日
迠
ト
御
心
得
有
之
度
、
此
段
申
遣
候
也
。

�

一
部
長

　
各
郡
長
宛

所
轄
何
郡
、
何
郡
ノ
地
形
民
情
ヲ
大
別
ス
レ
バ
何
山
脈
ヲ
以
テ
分
ツ
、
其
南
部

ヲ
何
郷
若
ク
ハ
何
部
ト
唱
ヘ
、
其
中
部
ヲ
何
々
、
海
岸
又
ハ
山
部
者
何
ト
唱
フ

ル
旧
称
ア
リ
。』

【
史
料
二
】
　
「
南
會
津
郡
　
民
度
区
畫
見
込
」（
南
會
津
郡
長
か
ら
福
島
縣
第

一
部
長
宛
の
一
庶
第
二
九
七
号
へ
の
回
答
）、
明
治
二
十
年
七
月
十
四
日
（
福

島
県
歴
史
資
料
館
所
蔵
、
明
治
・
大
正
期
福
島
県
庁
文
書

：

一
〇
五
九
、「
明

治
二
十
年
七
月
、
一
種
庶
第
二
号
、
民
度
區
畫
調
上
申
綴
　
庶
務
課
」
所
収
）

本
月
四
日
付
一
庶
第
二
九
七
号
ヲ
以
テ
、
民
度
区
畫
見
込
事
出
方
御
申
越
之
趣

了
承
。別
紙
ノ
通
取
調
差
出
候
条
宜
敷
御
取
扱
相
成
度
、
此
段
及
御
回
答
候
也
。

明
治
二
十
年
七
月
十
四
日

福
島
縣
南
會
津
郡
長

　
長
澤
惟
和

　

第
一
部
長

福
島
縣
書
記
官

　
永
峰
彌
吉
殿

明
治
二
十
年
「
南
會
津
郡
　
民
度
区
域
取
調
」
と
そ
の
作
成
に
関
わ

る
史
料
　
翻
刻

凡
例

・ 

原
文
の
表
記
は
、
原
則
と
し
て
、
漢
字
は
常
用
漢
字
を
、
仮
名
は
通
行
の

字
体
を
用
い
た
。
た
だ
し
、
常
用
漢
字
以
外
の
文
字
、「
ゝ
」、「
ヰ
」
は
、

原
文
ど
お
り
と
し
た
。

・
押
印
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、「

」
と
表
記
し
た
。

・
丁
替
え
は
、「
』」
で
示
し
た
。

・
読
解
の
便
を
考
慮
し
て
、
句
読
点
を
付
し
た
。

翻
刻

【
史
料
一
】「
一
庶
第
二
九
七
号
按
伺
」（
福
島
縣
庶
務
課
長
か
ら
福
島
縣
第
一

部
長
宛
）、
明
治
年
二
十
年
七
月
四
日
（
福
島
県
歴
史
資
料
館
所
蔵
、
明
治
・

大
正
期
福
島
県
庁
文
書

：

一
〇
五
九
「
明
治
二
十
年
七
月
、
一
種
庶
第
二
号
、

民
度
區
畫
調
上
申
綴
　
庶
務
課
」
所
収
）

明
治
二
十
年
七
月
四
日 

沼
澤
七
郎
　

第
一
部
長

　

地
形
民
情
取
調
之
義
、
起
按
各
郡
長
ヘ
御
照
会
相
成
可
出
哉
相
伺
候
也
。

一
庶
第
按
二
九
七
号
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明
治
二
十
年
「
南
會
津
郡

　
民
度
区
域
取
調
」
と
そ
の
作
成
に
関
わ
る
史
料

モ
彼
レ
ノ
如
ク
甚
タ
シ
キ
ニ
至
ラ
ス
。
右
西
部
ハ
伊
南
川
、
只
見
川
、
東
部
ハ

大
川
ノ
流
ニ
沿
ヒ
テ
村
落
ヲ
ナ
シ
、
地
勢
上
天
然
ノ
両
部
落
ヲ
ナ
セ
リ
。
尚
別

紙
略
図
ヲ
添
ヘ
、
其
地
形
ヲ
一
目
シ
得
ル
ノ
便
ニ
供
ス
。』

【
史
料
三
】
　
「
訓
令
庶
秘
第
二
號
」（
福
島
縣
知
事
か
ら
各
郡
長
宛
）、
明
治

二
十
年
九
月
八
日
（
福
島
県
歴
史
資
料
館
所
蔵
、
明
治
・
大
正
期
福
島
県
庁
文

書

：

一
〇
五
八
、「
東
白
川
、
石
川
、
田
村
、
菊
田
、
磐
前
、
磐
城
、
楢
葉
、

行
方
、
標
葉
、
宇
多
、
民
度
區
域
調
　
第
一
部
庶
務
課
」
所
収
）

訓
令
庶
秘
第
二
號

民
度
区
域
之
議
申
告
ニ
依
リ
夫
々
査
定
、
此
条
其
区
域
限
リ
別
添
項
目
ニ
準
據

シ
、
精
密
取
調
、
本
月
三
十
日
限
リ
事
出
ス
ベ
シ
。

明
治
二
十
年
九
月
八
日

　
　
　
福
島
縣
知
事
　
折
田
平
内
』

　
　
　
　
　
　
　
緒
言

地
勢
ノ
険
浅
気
候
ノ
寒
暖
ニ
隋
ヒ
テ
其
地
ニ
産
出
ス
ル
物
類
ヲ
異
ニ
シ
、
其
土

ニ
栖
息
ス
ル
民
情
ヲ
同
ク
セ
サ
ル
ハ
天
地
自
然
ノ
理
ニ
シ
テ
、
固
ヨ
リ
数
ノ
免

カ
ル
能
ハ
サ
ル
所
ナ
リ
。
其
此
ノ
如
キ
モ
ノ
ハ
人
互
ニ
其
長
短
ヲ
補
ヒ
、
物
交

モ
其
有
無
ヲ
通
シ
、
以
テ
國
家
ヲ
利
ス
ル
ノ
一
大
原
因
ナ
リ
。
何
ソ
其
同
一
ヲ

望
ム
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
ラ
ン
ヤ
。
果
シ
テ
此
ノ
如
ク
地
方
部
落
ニ
随
ヒ
、
物
産
ト
民

南
會
津
郡
役
所
所
轄
　
南
會
津
郡

本
郡
ノ
地
形
民
情
ヲ
大
別
ス
レ
ハ
、
北
駒
戸
峠
ヨ
リ
七
ケ
森
嶽
及
中
山
峠
ヲ
経

テ
南
荒
貝
山
ニ
至
ル
山
脈
ヲ
以
テ
分
界
シ
、
其
以
西
ヲ
西
部
ト
称
シ
、
以
東
ヲ

東
部
ト
称
ス
。
尚
之
レ
ヲ
細
別
ス
レ
ハ
左
ノ
如
シ
。

　
　
西
部
　
最
南
部
ヲ
立
岩
郷
、
中
部
ヲ
伊
南
郷
、
北
部
ヲ
伊
北
郷
ト
称
ス
。

　
　
東
部
　
西
部
ヲ
上
郷
、
東
部
ヲ
下
郷
ト
称
ス
。

右
両
部
共
情
況
ヲ
細
査
ス
レ
ハ
、
貧
富
ノ
差
教
育
ノ
』
進
度
及
人
民
ノ
風
俗
等

異
ナ
ル
ア
リ
ト
雖
ト
モ
之
レ
ヲ
概
観
ス
ル
ニ
、
西
部
ハ
人
民
質
朴
ニ
シ
テ
能
ク

其
業
ヲ
勉
メ
、
天
然
生
及
荒
蕪
地
等
ニ
植
付
タ
ル
桑
樹
多
キ
ニ
ヨ
リ
、
養
蚕
ノ

業
年
々
盛
大
ニ
赴
キ
、
生
計
上
、
東
部
ニ
比
ス
レ
ハ
幾
分
ノ
易
キ
ヲ
見
ル
。

然
レ
ト
モ
教
育
ノ
度
ハ
、
地
形
ノ
不
便
ナ
ル
ニ
ヨ
リ
競
争
ノ
念
薄
ク
、
東
部
ニ

後
ル
ゝ
事
数
等
ナ
リ
。
右
ノ
内
立
岩
郷
ト
称
ス
ル
ハ
、
下
野
國
界
ニ
接
シ
地
勢

水
利
ニ
乏
シ
ク
、
概
ネ
玉
蜀
黍
、
粟
、
稗
、
麦
、
蕪
、
桃
等
ヲ
食
シ
、
近
國
無

比
ノ
寒
境
ナ
リ
。
伊
北
郷
ハ
冬
季
積
雪
丈
余
ニ
達
ス
ル
モ
ノ
ア
リ
テ
、
交
通
甚

不
便
ナ
リ
。
東
部
ハ
西
部
ニ
比
ス
レ
ハ
、
人
民
一
般
質
朴
ナ
リ
ト
雖
ト
モ
間
々

然
ラ
ザ
ル
モ
ノ
ア
リ
。
加
フ
ル
ニ
多
額
ノ
金
ヲ
得
ベ
キ
恒
産
ナ
ク
、
生
計
極
メ

テ
淡
シ
。
富
有
ト
称
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
シ
。
故
ニ
暫
ク
納
税
ノ
期
ヲ
誤
マ
リ
テ

公
賣
處
分
ヲ
受
ク
ル
モ
ノ
ア
リ
（
下
郷
及
田
島
村
等
ノ
細
民
ニ
多
シ
）。』

然
レ
ト
モ
両
三
年
来
、
養
蚕
ノ
利
ア
ル
ヲ
知
リ
、
競
フ
テ
桑
樹
ノ
栽
培
ニ
従
事

ス
ル
ニ
ヨ
リ
、
遠
カ
ラ
ス
其
面
目
ヲ
一
変
ス
ル
ニ
至
ル
ベ
シ
。
下
郷
中
水
利
不

便
ノ
地
ニ
至
リ
テ
ハ
、
間
ニ
立
岩
郷
ニ
類
ス
ル
生
活
ヲ
ナ
ス
モ
ノ
ア
リ
ト
雖
ト
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南
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津
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域
取
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」
と
そ
の
作
成
に
関
わ
る
史
料

冬
北
風
多
ク
、
北
風
最
モ
寒
烈
ノ
類
。

夏
南
風
多
ク
、
南
風
恆
ニ
炎
熱
ノ
類
。

東
風
ハ
雨
ヲ
譲
シ
、
西
風
ハ
晴
ノ
類
。

概
子
何
月
霜
雪
初
テ
降
、
何
月
積
雪
融
解
又
何
月
ヨ
リ
雪
霜
降
ラ
ス
。
風
雨
洪

水
等
害
ヲ
為
ス
コ
ト
ア
ル
ノ
類
。

　
（
二
）
地
形

西
方
山
名
ア
ラ
ハ
其
名
、

南
方
海
又
ハ
湖
沼
同
上
又
ハ
平
坦
何
郡
何
部
ニ
接
ス
ル

ノ
類
。
山
ハ
何
山
ヲ
以
テ
最
モ
高
シ
ト
ス
抽
海
ノ
尺
度
。

幅
凡
十
間
以
上
ノ
川
何
線
有
名
ナ
ル
モ
ノ
ハ
其
名
、

凡
十
間
以
下
ノ
川
何
線
、
川
ハ

何
川
ヲ
以
テ
最
モ
大
ト
ス
。

何
号
國
道
何
里
何
丁
本
部
ノ
中
央
又
ハ
西
端
ヲ
通
ス
ル
ノ
類
。』

何
山
最
大
ノ
山
ノ
頂
ニ
何
社
ア
リ
。
何
月
頃
参
詣
人
登
ル
又
ハ
登
ル
モ
ノ
ナ

シ
。
雪
何
月
降
始
メ
、
何
月
消
ユ
ノ
類
。

何
川
最
大
ノ
川
舟
楫
ヲ
通
ス
（
概
子
舟
楫
ノ
大
小
）
。
又
材
木
ヲ
筏
ニ
組
ン
テ
流
下
シ

又
ハ
切
リ
流
シ
ニ
ス
ル
等
、
若
ク
ハ
運
搬
ノ
便
ナ
シ
。

何
山
ニ
ハ
測
量
標
点
ア
リ
。
何
川
ニ
ハ
水
量
標
ア
ル
ノ
類
。

某
山
ニ
ハ
金
、
某
山
ニ
ハ
銀
、
或
ハ
銅
錫
石
炭
等
ノ
鑛
物
ア
ル
ノ
類
。

　
（
三
）
耕
地
宅
地
　
　
各
位
近
年
ノ
平
均
ヲ
揚
ク
。

　
　
　
　
上
田

　
壱
反
歩

　
米
実
収
額

　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
賣
買
地
價

　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
券
面
地
價

情
ト
ヲ
異
ニ
ス
レ
ハ
、
画
一
度
ノ
大
本
ニ
於
テ
動
ス
ベ
カ
ラ
サ
ル
モ
、
其
範
圍

内
ニ
ア
リ
テ
施
治
者
ノ
之
ニ
鑑
ミ
布
ク
所
ノ
政
策
ハ
、
復
タ
自
ラ
其
度
ニ
応

シ
、
多
少
ノ
異
同
ヲ
求
メ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
。
假
令
ハ
殖
産
ニ
其
保
護
ノ
緩
急
ヲ

斟
酌
シ
、
学
事
ニ
教
育
ノ
高
低
ヲ
査
定
シ
、
土
功
ニ
警
察
ニ
衛
生
ニ
租
税
ニ
其

他
百
般
ノ
庶
政
、
皆
其
民
度
ニ
随
ヒ
、
彼
ヲ
揚
ケ
此
ヲ
抑
へ
、
右
ヲ
作
シ
左
ヲ

鎮
ム
ル
等
其
施
ス
所
ヲ
異
ニ
シ
、
其
布
ク
所
ヲ
殊
ニ
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
。
今
吾

縣
内
民
度
ノ
區
域
ヲ
査
定
セ
ン
ト
ス
ル
。
郡
以
テ
之
ヲ
分
タ
ン
歟
、
猶
廣
漠
ニ

失
ス
ル
ノ
憂
ア
リ
。
町
村
以
テ
之
ヲ
別
タ
ン
歟
、
猶
煩
砕
ニ
失
ス
ル
ノ
患
ア
リ
。

啻
此
憂
患
ア
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
、
復
之
カ
実
際
ニ
適
セ
サ
ル
モ
ノ
ア
ル
ヲ
如
何
セ

ン
。
故
ニ
先
ツ
各
郡
ニ
就
キ
、
物
産
ト
民
情
ト
ヲ
察
シ
、
固
有
ノ
形
勢
自
然
ノ

成
立
ニ
従
テ
、
適
宜
ニ
二
部
若
ク
ハ
三
部
ニ
分
割
シ
、
假
リ
ニ
民
度
ノ
區
域
ト

ナ
シ
、
政
策
施
行
ノ
参
考
ニ
備
ヘ
ン
ト
ス
。
他
日
形
勢
ノ
変
化
民
度
ノ
発
達
ニ

因
リ
テ
、
固
ヨ
リ
此
區
域
ヲ
墨
守
ス
ベ
キ
ニ
ア
ラ
ズ
ト
雖
ト
モ
、
今
日
之
ヲ
調

整
シ
以
テ
今
日
ノ
用
ニ
供
ス
ル
ハ
、
亦
施
政
上
欠
ク
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ノ
要
典
ナ
リ

ト
ス
。』

何
郡

何
山
又
ハ
何
川
ヲ
以
テ
界
限
シ
、
東
（
西
）（
中
央
）
部
ト
ス
。

　
　
　
何
郡
東
（
西
）（
中
央
）
部
。

　
（
一
）
気
候

極
寒
何
十
度
何
々
月
ノ
交
（
華
氏
）、
極
暑
何
十
度
何
々
月
ノ
交
。
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南
會
津
郡

　
民
度
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域
取
調
」
と
そ
の
作
成
に
関
わ
る
史
料

米
五
ケ
年
間
水
災
又
ハ
雹
災
等
ノ
為
メ
皆
無
又
ハ
著
シ
ク
収
穫
ヲ
減
セ
シ
等
ノ

概
略
。

堰
溜
井
及
用
水
等
ノ
大
土
功
ニ
シ
テ
頗
ル
利
害
ニ
関
ス
ル
モ
ノ
ゝ
情
況
。

　
　
　
　
　
上
　
券
面
地
價
　
　
賣
買
代
價
地
所
限
リ
借
地
料

　
宅
地
　
　
中
　
同
前

　
　
　
　
　
下
　
同
前

　
（
四
）
町
村
戸
口
地
租

町
　
何
ヶ
町
　
　
地
租
何
程

　
　
内
三
百
戸
以
上
ノ
町
　
何
町
　
右
町
名

村
　
何
ヶ
村
　
　
地
租
何
程
』

　
　
内
百
戸
以
上
ノ
村
　
何
ケ
村
　
右
村
名

置
縣
後
分
合
ノ
町
村
及
名
称
若
ク
ハ
名
称
変
更
其
事
由
ノ
概
略
。

戸
数

　
華
族

　
士
族

　
平
民

近
年
ノ
増
減
及
理
由

人
口

　
華
族

　
士
族

　
平
民

田
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
小
作
米

　
　
　
　
中
田
　
同
前

　
　
　
　
下
田
　
同
前

　
　
　 

下
等
ノ
内
最
下
等
ニ
シ
テ
、
世
間
稀
ナ
ル
モ
ノ
ト
見
認
ム
ル
モ
ノ
ア
ラ

ハ
其
収
穫
及
賣
買
代
價
。

　
　
　 

多
ク
早
稲
ヲ
作
ク
ル
カ
、
中
稲
カ
、
晩
稲
カ
、
部
内
ノ
多
分
ヲ
占
ム
ル

モ
ノ
。

　
　
　 

収
穫
米
ハ
部
内
人
民
ノ
常
食
ニ
足
ル
カ
、
足
ラ
サ
ル
カ
、
又
餘
ア
ル

カ
、
若
シ
不
足
ナ
ラ
ハ
重
モ
ニ
何
地
方
ヨ
リ
輸
入
ス
ル
カ
。
餘
ア
ラ
ハ

何
地
方
ニ
輸
出
ス
ル
カ
。

　
　
　
俵
ハ
何
斗
入
。

　
　
　
秋
収
及
俵
造
リ
ノ
方
法
大
略
又
ハ
改
良
ノ
有
無
。

畑
　
上
中
下
調
田
ニ
準
ス
。収
穫
ハ
麦
ヲ
以
テ
ス
。地
價
小
作
其
他
田
ニ
準
ス
。』

　
　
麦
ハ
大
麦
カ
小
麦
、
麦
ノ
外
重
モ
ニ
何
ヲ
作
ク
ル
カ
。

　
　
麦
ハ
部
内
ノ
食
料
ニ
充
ツ
ル
カ
、
又
ハ
輸
出
ス
ル
カ
、
輸
入
ス
ル
カ
。

　
　
何
村
ハ
野
菜
又
ハ
烟
草
又
ハ
蒟
蒻
ヲ
作
リ
所
得
ノ
利
殊
ニ
多
シ
。

田
畑
共
小
作
預
ケ
ノ
旧
慣
及
其
約
定
証
書
ノ
写
。

田
畑
ト
モ
近
年
ノ
収
穫
増
減
及
其
理
由
。

耕
作
法
ノ
近
郡
ト
特
異
ナ
ル
モ
ノ
ア
ラ
ハ
其
方
法
概
略
。

例
年
霜
若
ク
ハ
風
等
ニ
テ
桑
茶
其
他
耕
作
物
ヲ
害
ス
ル
ノ
有
無
。

古
来
旱
損
又
ハ
水
損
ヲ
蒙
ム
ル
事
凡
何
ヶ
年
間
ニ
何
度
ア
ル
ヤ
否
ノ
概
略
。

冬
北
風
多
ク
、
北
風
最
モ
寒
烈
ノ
類
。

夏
南
風
多
ク
、
南
風
恆
ニ
炎
熱
ノ
類
。

東
風
ハ
雨
ヲ
譲
シ
、
西
風
ハ
晴
ノ
類
。

概
子
何
月
霜
雪
初
テ
降
、
何
月
積
雪
融
解
又
何
月
ヨ
リ
雪
霜
降
ラ
ス
。
風
雨
洪

水
等
害
ヲ
為
ス
コ
ト
ア
ル
ノ
類
。

　
（
二
）
地
形

西
方
山
名
ア
ラ
ハ
其
名
、

南
方
海
又
ハ
湖
沼
同
上
又
ハ
平
坦
何
郡
何
部
ニ
接
ス
ル

ノ
類
。
山
ハ
何
山
ヲ
以
テ
最
モ
高
シ
ト
ス
抽
海
ノ
尺
度
。

幅
凡
十
間
以
上
ノ
川
何
線
有
名
ナ
ル
モ
ノ
ハ
其
名
、

凡
十
間
以
下
ノ
川
何
線
、
川
ハ

何
川
ヲ
以
テ
最
モ
大
ト
ス
。

何
号
國
道
何
里
何
丁
本
部
ノ
中
央
又
ハ
西
端
ヲ
通
ス
ル
ノ
類
。』

何
山
最
大
ノ
山
ノ
頂
ニ
何
社
ア
リ
。
何
月
頃
参
詣
人
登
ル
又
ハ
登
ル
モ
ノ
ナ

シ
。
雪
何
月
降
始
メ
、
何
月
消
ユ
ノ
類
。

何
川
最
大
ノ
川
舟
楫
ヲ
通
ス
（
概
子
舟
楫
ノ
大
小
）
。
又
材
木
ヲ
筏
ニ
組
ン
テ
流
下
シ

又
ハ
切
リ
流
シ
ニ
ス
ル
等
、
若
ク
ハ
運
搬
ノ
便
ナ
シ
。

何
山
ニ
ハ
測
量
標
点
ア
リ
。
何
川
ニ
ハ
水
量
標
ア
ル
ノ
類
。

某
山
ニ
ハ
金
、
某
山
ニ
ハ
銀
、
或
ハ
銅
錫
石
炭
等
ノ
鑛
物
ア
ル
ノ
類
。

　
（
三
）
耕
地
宅
地

　
　
各
位
近
年
ノ
平
均
ヲ
揚
ク
。

　
　
　
　
上
田

　
壱
反
歩

　
米
実
収
額

　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
賣
買
地
價

　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
券
面
地
價
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史
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中
等
　
同
前

　
　
下
等
　
同
前

　
　
新
築
上
等
一
坪
凡
何
程
、
中
等
下
等
共
。

　
　
木
材
ハ
他
ヨ
リ
需
ム
ル
カ
郡
内
ニ
テ
弁
ス
ル
カ
。

凡
日
用
品
、
薪
炭
、
塩
、
味
噌
、
醤
油
、
野
菜
、
呉
服
、
反
物
ノ
類
他
ニ
供
給

ヲ
仰
ク
ト
否
サ
ル
ト
ノ
區
別
。

郡
内
ニ
冠
タ
ル
財
産
家
人
員
及
職
業
。』

縣
會
議
員
選
挙
被
選
挙
人
員
。

徴
兵
適
齢
人
員
、
合
格
人
員
、
服
役
人
員
。

　
（
六
）
物
産

蠶
絲
、
生
絲
、
屑
絲
、
玉
絲
、
其
他
ノ
惣
額
及
繭
。

桑
、
貫
目
出
高
何
程
。
但
壱
反
歩
摘
採
ノ
目
方
及
三
ケ
年
以
来
ノ
壱
貫
目
時

價
。

養
蠶
盛
衰
ノ
景
況
若
ク
ハ
蠶
種
精
選
及
飼
養
法
、
改
良
ノ
有
無
。

生
糸
産
額
及
價
格
五
ケ
年
分
、
及
海
外
輸
出
向
製
絲
ノ
高
。

桑
苗
植
立
ノ
本
数
、
但
三
ケ
年
以
来
ノ
分
。

牧
畜

馬
、
全
数
、
種
類

産
馬
ノ
景
況
、
販
出
購
入
ノ
数
及
其
地
方
、
取
引
ノ
旧
慣
。

産
馬
會
社
ノ
方
法
ニ
随
フ
ノ
現
状
、
壮
馬
、
幼
馬
ノ
價
格
、
牧
場
。

牛
　
同

近
年
ノ
増
減
乃
理
由

　
（
五
）
風
俗
生
計

　
　
　
上
等
　
一
家
一
ケ
年
ノ
生
計
費

　
　
　
中
等
　
同

　
　
　
下
等
　
同

衣
服

　
　
上
等
　
平
常
絹
布
又
ハ
綿
布
其
他
常
用
ノ
モ
ノ
詳
細

　
　
中
等
　
同
』

　
　
下
等
　
同

祭
礼
儀
式
等
晴
レ
ノ
場
ニ
出
ル
ト
キ
ハ
、
羽
織
、
袴
、
冠
リ
物
、
下
駄
、
又
ハ

蝙
蝠
傘
ノ
類
ニ
至
ル
マ
テ
其
物
質
及
理
装
ノ
詳
細
。

外
國
ノ
風
俗
ヲ
学
フ
ノ
情
況
。

食
物

　
　
上
等
　
一
日
何
食
　
米
飯
若
ク
ハ
粥
ノ
類

　
　
中
等
　
同
　
　
　
　
米
麦
雑
飯
ノ
類

　
　
下
等
　
同
　
　
　
　
麦
飯
又
ハ
何
芋
何
実
何
菜
混
炊
ノ
類

會
飲
ノ
習
慣
。
日
待
、
恵
比
寿
講
等
其
集
會
ス
ル
称
呼
及
事
実
。

自
家
用
料
酒
造
戸
数
。

家
屋

　
　
上
等

　
建
坪
何
程
。
屋
根
瓦
、
木
羽
又
ハ
茅
若
ク
ハ
藁
何
々
葺
ノ
類
。

　
　
　
　
　
借
屋
料
并
地
代
共
、
何
程
。
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成
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る
史
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日
用
必
需
ノ
物
品
、
縦
令
ハ
大
根
野
菜
其
他
絹
布
類
ノ
如
キ
一
個
ノ
代
價

ヲ
記
載
シ
易
カ
ラ
』
サ
ル
モ
ノ
ハ
、
近
隣
ノ
地
方
ニ
比
シ
甚
タ
高
シ
、
若

ク
ハ
賤
シ
ト
其
情
況
ヲ
詳
悉
ス
ヘ
シ
。
且
部
内
何
町
村
ニ
限
何
品
特
ニ
不

廉
ノ
類
。

　
（
十
一
）
衛
生

地
方
病
ノ
有
無
、
通
常
最
モ
多
キ
病
名
。

近
年
傳
染
病
流
行
ノ
情
況
。

出
産
、
死
亡
ノ
数
、
近
来
ノ
増
減
。

生
命
年
齢
平
均
ノ
数
、
婚
姻
ハ
男
ハ
何
年
、
女
ハ
何
年
ヲ
以
テ
普
通
ト
ス
ノ
慣

習
。

　
（
十
二
）
犯
罪

處
刑
ノ
最
モ
多
キ
刑
名
。

公
賣
處
分
近
年
ノ
情
況
。

身
代
限
同
上
。

　
（
十
三
）
諸
税
金
及
協
議
費

國
税
、
地
方
税
、
町
村
費
、
協
議
費
。

　
（
十
四
）
雑
件

何
郡
中
農
夫
等
積
雪
中
ハ
何
業
ヲ
ナ
ス
乎
、
又
ハ
平
生
他
国
出
稼
等
ノ
モ
ノ
ア

ラ
ハ
、
何
等
ノ
業
ヲ
以
テ
出
稼
ヲ
ナ
ス
ノ
詳
細
。
又
越
後
地
方
其
他
ヨ
リ
出
稼

ニ
来
ル
モ
ノ
、
何
等
ノ
業
ヲ
営
ム
モ
ノ
多
キ
哉
。

何
々
部
落
ハ
大
凡
朝
何
時
ニ
起
キ
、
夜
何
時
ニ
臥
ス
ル
ヤ
。
夜
業
ハ
何
事
ヲ
ナ

牧
場
有
無
、
景
況
、
屠
殺
ノ
数
、
其
販
路
、
搾
乳
ノ
料
、
其
販
路
、
牛
ノ
種

類
。
販
出
購
入
其
他
馬
ニ
同
シ
。

鶏
、
豚
、
羊

製
茶
、
漆
器
、
陶
器
、
製
塩

右
等
ノ
モ
ノ
又
ハ
其
他
ノ
モ
ノ
。
総
テ
部
内
ノ
特
有
物
産
ハ
前
項
ニ
準
シ
記
載

ヲ
要
ス
。』

　
（
七
）
職
業

農
何
人
、
商
何
人
、
工
何
人
、
雑
業
何
人
、
内
漁
何
人
。

　
別
ニ

酒
屋
、
菓
子
屋
、
遊
藝
人
、
藝
妓
、
娼
妓
、
貸
座
敷
。

　
別
ニ

書
肆
ノ
数
。

　
（
八
）
學
事

學
校
ノ
種
類
及
其
数
、
私
立
専
門
学
校
ノ
種
類
及
其
数
。

學
齢
児
童
ノ
数
、
男
女
ノ
別
。
就
学
生
ノ
数
、
男
女
ノ
別
。

不
就
学
児
童
ノ
数
、
男
女
ノ
別
。他
ニ
在
学
ノ
者
其
在
学
地
名
及
学
校
ノ
種
類
。

　
（
九
）
宗
教

人
民
信
仰
ス
ル
宗
派
ノ
現
況
、
寺
院
ノ
数
及
宗
派
ノ
区
別
。

教
會
所
ノ
数
及
其
宗
名
地
名
、
基
督
教
ノ
行
否
。

　
（
十
）
物
價

米
、
麦
、
大
豆
、
酒
、
木
材
、
大
工
手
間
、
土
方
雇
賃
、
耕
夫
雇
賃
。
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史
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福
島
県
南
會
津
郡
長
　
長
澤
惟
和
　

　
　
福
島
縣
知
事
　
折
田
平
内
殿
』

　
　
　
　
　
南
會
津
郡

駒
戸
、
保
城
、
中
山
ノ
諸
嶺
及
之
レ
ニ
廻
續
セ
ル
諸
山
ヲ
以
テ
郡
ノ
中
央
ヲ
南

北
ニ
横
裁
シ
、
其
以
西
ヲ
西
部
、
以
東
ヲ
東
部
ト
ス
（
東
部
西
部
ハ
地
方
ノ
称

呼
ニ
ア
ラ
ズ
ト
雖
ト
モ
、
地
形
及
風
俗
等
ノ
状
況
ニ
ヨ
リ
、
便
宜
上
大
別
シ
テ

今
茲
ニ
称
呼
ヲ
付
セ
ル
ナ
リ
）。西
部
ハ
南
北
ニ
長
ク
、
東
部
ハ
東
西
ニ
延
ヒ
、

全
郡
ノ
地
盤
殆
ン
ト
丁
字
形
ヲ
ナ
セ
リ
。■

（

虫

損

）

■
■
部
ヲ
細
分
ス
レ
ハ
左
ノ
如
シ
。

　
東
部
　
　
上
郷
　
　
長
野
村
以
西
ヲ
称
ス
。

　
　
　
　
　
下
郷
　
　
豊
成
村
以
東
ヲ
称
ス
。

　
　
　
　
　
伊
北
郷
　
北
部
ニ
ア
リ
。

　
西
部
　
　
伊
南
郷
　
中
央
ニ
ア
リ
、
西
部
ニ
及
ブ
。両
郷
ノ
分
界
ニ
一
村
ア
リ
。界
村
ト
称
ス
。

　
　
　
　
　
立
岩
郷
　
南
部
ニ
ア
リ
。』

両
部
ノ
状
況
ヲ
記
ス
ル
ニ
、
東
部
ヲ
挙
ケ
テ
次
■

（

虫

損

）

■
■
西
部
ニ
及
ブ
。

本
書
掲
記
セ
ル
計
數
中
、
其
年
■

（
虫
損
）ヲ

明
記
セ
サ
ル
モ
ノ
ハ
明
治
十
九
年
中
ノ

事
実
ニ
係
リ
、
現
在
数
ニ
依
ル
ベ
キ
モ
ノ
ハ
、
仝
年
十
二
月
尽
日
ニ
拠
ル
。』

　
　
　
　
　
東
部

　
　
　
　
　
一

　
気
候

極
寒
一
七
度
、
一
、二
月
ノ
交
。
極
暑
九
四
度
、
七
、八
月
ノ
交
。
冬
季
北
風
、

ス
等
ノ
』
詳
細
。
総
テ
職
業
ニ
勉
強
ス
ル
カ
、
若
ク
ハ
懶
惰
ナ
ル
カ
、
又
ハ
期

日
休
業
等
ノ
事
ア
ル
カ
、
又
ハ
一
日
間
ニ
幾
度
休
業
ス
ル
等
ノ
類
。

右
ノ
外
参
考
ト
ナ
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ハ
、
巨
細
ヲ
問
ハ
ス
総
テ
此
雑
件
中
ニ
記
載
ス

ヘ
シ
。

　
外
ニ

一
郡
毎
ノ
農
産
物
及
ヒ
水
産
物
収
穫
表
。

同
諸
物
價
及
ヒ
諸
職
工
賃
銭
表
。

同
重
要
ナ
ル
輸
出
入
品
ノ
高
及
金
額
表
。

右
十
九
年
ヨ
リ
前
三
ケ
年
平
均
』

【
史
料
四
】「
秘
進
第
壱
号
　
南
會
津
郡
　
民
度
区
域
取
調
」（
南
會
津
郡
長

か
ら
福
島
縣
知
事
宛
の
訓
令
庶
秘
第
二
号
に
対
す
る
進
達
）、
明
治
二
十
年

十
月
五
日
（
福
島
県
歴
史
資
料
館
所
蔵
、
明
治
・
大
正
期
福
島
県
庁
文
書

：

一
〇
五
九
、「
明
治
二
十
年
七
月
、
一
種
庶
第
二
号
、
民
度
區
畫
調
上
申
綴
　

庶
務
課
」
所
収
）

秘
進
第
壱
号

　
　
　
　
　
民
度
区
域
取
調

訓
令
庶
秘
第
二
号
ヲ
以
、
民
度
区
域
之
儀
、
取
調
方
御
令
達
ニ
依
リ
、
別
紙
之

通
、
取
調
及
進
達
候
。
此
段
上
申
候
也
。

　
　
明
治
二
十
年
十
月
五
日
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部
内
ノ
諸
山
中
銅
鐄
ヲ
含
有
ス
ル
モ
ノ
ア
リ
ト
雖
ト
モ
、
産
出
高
僅
少
ニ
シ
テ

採
鐄
ニ
従
フ
モ
ノ
ナ
ク
茲
ニ
記
ス
ベ
キ
ナ
シ
。

東
部
ヲ
貫
通
セ
ル
會
津
街
道
開
通
ノ
際
、
南
山
新
道
記
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
編
製
シ
、

来
地
貴
顕
ノ
一
覧
ニ
便
セ
リ
。
今
参
考
ノ
為
メ
左
ニ
■

（

虫

損

）

■
■
尤
国
道
ノ
本
郡
内

ヲ
貫
通
ス
ル
モ
ノ
ナ
シ
。

　
　
　
　
　
三
　
耕
宅
地

近
年
ノ
壱
反
部
當
リ
平
均
ヲ
揚
ク
ル
左
ノ
如
シ
。

　
　
　
　
　
　
収
穫
　
　
　
賣
買
地
價
　
　
券
面
地
價
　
　
小
作
米

　
　
　
　
　
　
　
石
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石

　
　
　
上
米

　
　

二
、一
〇
〇
　
　
三
〇
円
　
　
二
五
円
　
　
　
〇
、九
〇
〇

田
　
　
中
同

　
　

一
、二
〇
〇
　
　
二
三
　
　
　
一
九
　
　
　
　
〇
、六
〇
〇

　
　
　
下
同

　
　

〇
、五
〇
〇
　
　
一
〇
　
　
　
　
七
　
　
　
　
〇
、五
〇
〇

　
　
　
上
麦

　
　

二
、四
〇
〇
　
　
一
六
　
　
　
一
二
　
　
　
　
〇
、二
五
〇

畑
　
　
中
同

　
　

〇
、六
六
〇
　
　
一
一
　
　
　
　
八
　
　
　
　
〇
、〇
九
〇

　
　
　
下
同

　
　

〇
、四
〇
〇
　
　
　
五
　
　
　
　
四
　
　
　
　
〇
、〇
七
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
借
地
料
　
円

　
　
　
上
■

　
　

〇
、〇
〇
〇
　
　
二
六
　
　
　
二
一
　
　
　
　
三
、〇
〇
〇

宅
地
　
中
■

　
　

〇
、〇
〇
〇
　
　
一
七
　
　
　
一
四
　
　
　
　
二
、五
〇
〇

　
　
　
下
■
　
　

〇
、〇
〇
〇

　
　
　
六

　
　
　
　
四

　
　
　
　
二
、〇
〇
〇

前
表
備
考
、
耕
地
賣
買
價
ハ
適
当
ヲ
得
ル
モ
ノ
稀
ナ
リ
。
之
レ
』
利
ノ
厚
薄
ニ

ヨ
リ
テ
賣
買
ス
ル
他
ノ
商
品
ト
異
ナ
リ
テ
、
或
ル
事
故
ノ
止
ム
能
ハ
サ
ル
場
合

又
ハ
西
風
多
ク
、
北
風
最
モ
凛
烈
ナ
リ
。
夏
ハ
南
風
多
ク
シ
テ
炎
熱
ヲ
誘
ヒ
来

リ
、
東
南
風
（
辰
巳
風
ト
称
ス
）

ハ
気
候
凄
冷
ヲ
致
シ
、
烈
風
暴
雨
ノ
害
ヲ
ナ
ス
事

多
シ
ト
ス
。

霜
ハ
十
月
初
メ
テ
降
リ
、
翌
年
五
月
ニ
至
ッ
テ
止
ミ
、
雪
ハ
十
一
月
ヨ
リ
翌
年

四
月
迠
降
ル
。
其
中
一
、二
月
ノ
交
積
ル
事
、
最
モ
深
シ
。

風
雨
ノ
害
、
農
作
物
ニ
及
ボ
ス
ハ
、
概
子
八
月
ノ
交
ニ
在
リ
ト
雖
ト
モ
、
近
年

是
等
ノ
損
害
ヲ
蒙
リ
シ
事
甚
少
シ
。
沿
川
ノ
地
域
ハ
、
洪
水
ノ
害
ヲ
受
ク
ル
事

ア
リ
ト
雖
ト
モ
川
流
小
ナ
ル
カ
故
、
其
災
害
甚
タ
シ
キ
ニ
至
ラ
ス
。』

　
　
　
　
　
二
　
地
形

西
方
駒
戸
、
保
城
、
中
山
ノ
三
嶺
及
其
他
ノ
諸
山
ヲ
以
テ
本
郡
西
部
ト
ノ
分
界

ヲ
ナ
シ
、
南
方
ハ
山
王
峠
、
男
鹿
嶽
及
大
峠
等
ヲ
以
テ
栃
木
縣
下
塩
谷
、
那
須

ノ
二
郡
ニ
接
シ
、
東
方
ハ
三
本
鎗
旭
ケ
岳
、
二
脵
ケ
嶽
等
ヲ
以
テ
本
縣
下
岩
瀬

郡
ニ
連
ナ
リ
、
北
方
ハ
氷
玉
峠
及
舟
鼻
峠
等
ノ
諸
山
ヲ
以
テ
、
本
縣
下
北
會
津

郡
及
大
沼
ノ
二
郡
ニ
接
ス
。
田
島
村
（
郡
役
所
所
在
地
）

ハ
其
中
央
ニ
ア
リ
。

部
内
ノ
流
幅
凡
拾
間
以
上
ノ
モ
ノ
十
二
線
（
荒
海
川
、
檜
沢
川
、
大
川
、
鶴
沼
川
等
名
ア
リ
）
。

凡
拾
間
未
満
ノ
川
沢
五
十
線
。
川
ハ
大
川
ヲ
以
テ
最
モ
大
ナ
リ
ト
ス
。
然
レ
ト

モ
舟
楫
ノ
利
ナ
ク
、
只
木
材
ヲ
筏
流
ス
ル
ノ
便
ア
ル
ノ
ミ
。

三
倉
嶽
最
高
山
ハ
部
内
ノ
東
南
部
ニ
在
リ
。
雪
ハ
十
一
月
降
リ
始
メ
、
翌
年
五

月
ニ
至
ッ
テ
消
ユ
。

七
ケ
森
岳
（
略
シ
テ
七
ツ
ケ
岳
ト
呼
フ
モ
ノ
多
シ
）

ニ
測
量
標
点
ア
リ
。
同
山
山
麓
ニ
』

木
炭
ヲ
有
ス
ト
雖
ト
モ
其
質
下
等
ニ
シ
テ
用
ニ
堪
ヘ
ズ
ト
云
フ
。
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麦
、
大
豆
、
粟
等
ナ
リ
。麦
ハ
部
内
ノ
食
糧
ト
ナ
ス
ノ
』
ミ
。他
ニ
輸
出
セ
ス
。

豊
成
村
、
栄
富
村
等
ハ
、
煙
草
ヲ
耕
作
シ
テ
利
得
多
シ
。

小
作
ハ
概
ス
ル
ニ
無
定
期
ニ
シ
テ
、
小
作
米
ノ
如
キ
モ
口
頭
ノ
約
定
ニ
成
ル
モ

ノ
多
シ
。
約
定
証
書
ヲ
作
ル
ハ
漸
ク
近
年
ニ
始
マ
レ
リ
。
小
作
米
ハ
、
濫
リ
ニ

増
減
ス
ル
事
ナ
シ
ト
雖
ト
モ
甚
タ
シ
ク
収
穫
少
ナ
キ
年
ハ
、
借
地
人
ノ
請
ヒ
ヨ

リ
幾
分
カ
減
ス
ル
事
ア
リ
。
小
作
証
書
ハ
左
ノ
如
ク
認
ム
ル
ヲ
常
ト
ス
。

　
　
　
　
　
田
地
小
作
証

国
郡
村
字
番
地

一
、
田
壱
反
五
畝
歩
　
　
小
作
米
一
ヶ
年
米
壱
石
十
一
月
限
リ

　
　
此
地
價
五
拾
円
　
　
ノ
事
。

右
ハ
本
年
ヨ
リ
来
ル
何
年
迠
（
又
ハ
来
ル
何
年
迠
ノ
五
字
ナ
シ
）
小
作
ノ
為

メ
借
受
申
候
処
確
実
也
。
然
ル
上
ハ
小
作
米
年
々
期
限
ノ
』

通
差
上
可
申
候
間
地
租
諸
役
共
（
借
地
者
カ
地
租
等
ヲ
出
ス
ト
キ
ハ
其
旨
ヲ
記
載
ス
。）

貴
殿
ニ
於
テ
可
被
相
納
、
為
後
日
証
書
仍
テ
如
件
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
村

　
　
年
月
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
作
人
　
氏
名
○

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
受
人
　
　
氏
名
○

　
　
　
　
宛

田
畑
共
近
年
ノ
収
穫
上
ニ
付
、
年
々
多
少
ノ
増
減
ア
リ
ト
雖
ト
モ
概
シ
テ
豊
熟

ナ
ラ
ザ
ル
ハ
ナ
シ
。
其
原
因
気
候
ノ
適
順
ナ
ル
ニ
ア
リ
。

耕
作
法
ノ
近
郡
ト
異
ナ
ル
モ
ノ
ナ
シ
。

ニ
遭
遇
シ
、
賣
渡
ス
モ
ノ
十
中
八
九
ヲ
占
メ
格
外
高
價
ニ
当
リ
（
負
債
者
カ
家

計
困
難
ニ
際
シ
、
多
額
ノ
負
債
ヲ
償
フ
能
ハ
ズ
シ
テ
所
有
ノ
耕
地
ヲ
引
渡
ス
等

ノ
場
合
、
所
謂
千
両
ノ
換
リ
ニ
編
笠
一
蓋
ト
モ
云
フ
ベ
キ
也
）
或
ハ
格
外
低
價

（
土
地
所
有
者
カ
或
ル
事
情
ニ
迫
ラ
レ
賣
渡
シ
ヲ
必
要
ト
ス
ル
場
合
）
ナ
ル
事

ア
リ
。
宅
地
ノ
貸
借
ハ
殆
ン
ト
ナ
ク
、
其
賣
買
モ
亦
極
メ
テ
少
ナ
キ
ニ
ヨ
リ
、

今
耕
地
ヨ
リ
推
測
シ
テ
茲
ニ
掲
記
セ
リ
。

稲
ハ
早
稲
ヲ
作
ル
モ
ノ
最
モ
多
ク
、
中
稲
之
レ
ニ
次
キ
、
晩
稲
最
モ
少
ナ
シ
。

之
レ
気
候
ノ
寒
冷
早
ク
到
ル
ニ
ヨ
ル
。

部
内
ノ
収
穫
米
ハ
部
内
人
民
ノ
常
食
ニ
足
ラ
ス
シ
テ
、
其
不
足
ハ
若
松
地
方
ヨ

リ
輸
入
ス
。』

俵
ハ
三
斗
又
ハ
四
斗
入
ト
ス
。

秋
収
後
ノ
取
扱
方
ハ
稲
ノ
木
一
面
黄
熟
ス
ル
ヲ
俟
チ
テ
刈
取
リ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
掛

干
シ
テ
乾
燥
ナ
ラ
シ
メ
、
積
雪
ニ
際
ス
レ
ハ
、
屋
中
ニ
納
メ
又
ハ
屋
外
ニ
積
置

キ
（
其
積
方
ハ
穂
ヲ
中
点
ヘ
向
ケ
テ
円
形
ニ
並
列
シ
、
層
々
積
ム
事
高
サ
六
、

七
尺
。
上
部
ヲ
円
錐
形
ト
ナ
シ
、
藁
ヲ
屋
根
状
ニ
覆
フ
テ
雨
雪
ノ
侵
入
ヲ
防

ク
。）

扱
キ
テ
籾
ト
ナ
シ
、
貯
蔵
ス
ル
ヲ
常
ト
ス
。
俵
造
リ
ハ
尋
常
ニ
シ
テ
敢
テ
改
良

等
ノ
企
ナ
シ
。
之
レ
他
方
ニ
運
輸
セ
ザ
ル
カ
故
俵
装
上
ノ
注
意
薄
キ
ナ
ル
ベ

シ
。
尤
運
搬
ヲ
要
ス
ル
ト
キ
ハ
叺
（
筵
一
枚
ヲ
二
ツ
折
ニ
シ
、
縫
ヒ
合
セ
袋
状

ト
ナ
セ
ル
モ
ノ
）
ニ
容
ル
ル
ヲ
常
ト
ス
。

麦
ハ
大
麦
ヲ
作
ル
モ
ノ
多
シ
ト
雖
ト
モ
、
畑
作
中
最
モ
多
ク
耕
作
ス
ル
ハ
蕎
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明
治
二
十
年
「
南
會
津
郡

　
民
度
区
域
取
調
」
と
そ
の
作
成
に
関
わ
る
史
料

　
　
　
　
　
　
　
　
合
併
改
　
栄
富
村
』

安
張
村
　
桑
取
火
村
　
磯
上
村
　
　
志
源
行
村
　
石
井
村
　
日
影
村
　
原
村

 

　
　
合
併
改
　
三
井
村
　
　
　
　
　
　
　
　
　
合
併
改
　
新
開
村

戸
石
村
　
赤
土
村
　
　
櫻
山
村
　
中
倉
村
　
　
桃
曽
根
村
　
赤
岩
村

 
 

合
併
改
　
戸
赤
村
　
　
合
併
改
　
中
山
村
　
　
合
併
改
　
桃
曽
根
村
　
檜
木
原
村

 

田
島
村
　
新
町
村
　
　
上
塩
沢
村
　
下
塩
沢
村
　
　
合
併
改
　
沢
田
村

 

　
合
併
改
　
田
島
村
　
　
合
併
改
　
塩
江
村

大
豆
渡
村
　
黒
沢
新
田
村
　
　
杦
ノ
沢
村
　
木
令
村
　
原
村
　
松
川
村

 

　
合
併
改
　
静
川
村
　
　
　
　
　
　
　
　
合
併
改
　
大
松
川
村

小
松
川
村
　
寺
山
村
　
赤
岡
村
　
張
平
村

　
　
　
　
合
併
改
　
合
川
村

右
合
併
セ
シ
ト
雖
ト
モ
数
千
百
年
間
一
村
ヲ
ナ
シ
来
リ
、
既
ニ
共
有
ノ
財
産
ア

リ
。
或
ハ
共
同
ノ
事
業
ア
リ
。
各
村
特
異
ノ
習
慣
ア
リ
テ
、
容
易
ニ
合
同
シ

難
キ
ノ
実
況
ニ
シ
テ
只
名
義
上
』
ノ
一
村
タ
ル
モ
ノ
多
ク
、
中
ニ
ハ
今
日
ニ
至

リ
、
反
ッ
テ
復
旧
ノ
説
ヲ
発
ス
ル
事
ア
リ
ト
云
フ
。

例
年
春
末
降
霜
ノ
為
メ
桑
葉
ニ
多
少
ノ
害
ヲ
蒙
リ
、
六
、
七
月
ノ
交
、
風
雨
ノ

為
メ
麻
畑
ニ
損
害
ヲ
来
タ
ス
事
ア
リ
。』

古
来
旱
損
ニ
逢
フ
事
凡
七
ヶ
年
ニ
一
度
、
水
損
ヲ
蒙
ル
事
三
、
四
ヶ
年
ニ
一
度

ト
ス
。
尤
近
年
之
レ
等
ノ
損
害
著
シ
キ
モ
ノ
ナ
シ
。

堰
溜
井
用
水
等
ニ
大
土
功
ト
称
ス
ベ
キ
モ
ノ
ナ
シ
。』

　
　
　
　
　
四
　
町
村
戸
口
地
租

町
ナ
シ
。

村
四
十
三
。
地
租
壱
万
二
百
四
拾
六
円
七
拾
九
銭
五
厘
。

　
内
百
戸
以
上
ノ
村
四
、
田
島
、
豊
成
、
栄
富
、
糸
沢
。
　

置
縣
後
合
併
セ
ル
村
名
左
ノ
如
シ
。
但
合
村
ノ
原
因
ハ
官
ノ
勧
誘
ニ
出
シ
モ
ノ
ナ
リ
。

小
出
村
　
沼
尾
村
　
　
湯
原
村
　
小
野
村
　
　
沢
入
村
　
大
窪
村
　
水
門
村

 
 

合
併
改
　
小
沼
嵜
村
　
　
合
併
改
　
湯
野
上
村
　
　
合
併
改
　
澳
田
村

田
代
村
　
蘆
原
村
　
　
　
中
妻
村
　
本
九
々
布
村
　
寺
村

 

合
併
改
　
高
陦
村
　
　
　
　
　
　
合
併
改
　
中
妻
村

刈
合
村
　
楢
原
村
　
上
添
村
　
小
山
村
　
倉
村
　
岩
本
村

　
　
　
　
　
　
　
合
併
改

　
豊
成
村

成
岡
村

　
萩
原
村

　
板
倉
村

　
小
池
村

　
倉
谷
村

　
水
抜
村
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明
治
二
十
年
「
南
會
津
郡
　
民
度
区
域
取
調
」
と
そ
の
作
成
に
関
わ
る
史
料

　
　
カ
ラ
サ
ル
ヲ
好
ム
。
則
チ
地
織
ト
穪
シ
、
各 

傘
又
ハ
両
天
ヲ
用
ヰ
、
頭
ニ
ハ
洋

中
　
農
家
ニ
テ
綿
糸
ヲ
購
求
シ
テ
織
リ 

銀
製
等
ノ
簪
ヲ
用
ユ
。
帯
ハ

等
　
成
ス
モ
ノ
ヲ
喜
フ
。
袴
ハ
旧
式
ノ
座 

絹
綿
ノ
交
織
物
又
ハ
唐
縮
緬

　
　
袴
ニ
シ
テ
、
蝙
蝠
傘
ハ
絹
張
ト 

天
鵞
織
等
ニ
テ
作
ル
。

　
　
木
綿
張
相
半
ハ
ス
ベ
ク
、
又
紙
張 

　
　
ノ
雨
傘
ヲ
用
ユ
ル
モ
ノ
少
ナ
カ
ラ
ス
。 

　
　
服
装
中
等
ニ
準
ズ
ト
雖
ト
モ
其 

價
格
ヲ
以
テ
見
ル
ト
キ
ハ
、
男
子
カ
中

　
　
物
質
粗
悪
或
ハ
古
物
（
先
代
ノ
譲
リ
物
又
ハ
古
着
） 

等
ノ
下
ノ
服
装
ニ
準
ズ
ル
ヲ
得
ベ

　
　
ヲ
用
ヰ
、
履
物
ハ
草
履
或
ハ
朴
ノ 

シ
。
家
計
ノ
困
難
ナ
ル
割
合
ニ
係

　
　
下
駄
足
駄
等
ヲ
穿
チ
、
木
綿
張
ノ 

ハ
ラ
ス
、
婦
女
子
ハ
外
飾
ニ

下
　
蝙
蝠
傘
又
ハ
旧
来
ノ
雨
傘
ヲ 

注
意
深
キ
傾
向
ア
リ
テ
、
婦
女
』

等
　
用
ユ
。
其
羽
織
袴
等
ハ
永
ク
用 

子
勤
労
ノ
目
的
ハ
、
美
服
ヲ
購

　
　
ヒ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
甚
タ
シ
ク
垢
付 

ハ
ン
ト
ス
ル
ニ
ア
リ
ト
云
フ
モ
不
可

　
　
キ
古
ヒ
タ
ル
ヲ
着
用
ス
。
頭
髪 

ナ
カ
ル
ベ
キ
有
様
ニ
シ
テ
、
借
財

　
　
ハ
依
然
結
束
ス
ル
モ
ノ
ア
ル
ヲ
見
ル
。 

ア
ル
ヨ
リ
ハ
、
服
装
ノ
醜
キ
耻
ツ
ル

 

ノ
景
況
ナ
リ
。

　
　
　
衣
服
冠
履
等
身
ノ
外
飾
ニ
注
意
ス
ル
ハ
、
公
務
ヲ
奉
ス

　
　
　
ル
モ
ノ
最
上
ニ
居
リ
、
民
間
ノ
青
年
輩
之
レ
ニ
次
ク
。
金
満

備
　
　
家
ハ
概
シ
テ
質
素
ノ
風
ア
リ
。
而
シ
テ
最
モ
装
飾
ニ
心

考
　
　
ヲ
用
ユ
ル
ハ
婚
葬
ノ
二
式
ニ
シ
テ
、
男
ハ
此
際
麻
上
ミ
下
モ

　
　
　
ヲ
着
用
ス
ル
事
、
旧
時
ニ
異
ナ
ラ
ス
。

戸
数
　
二
、五
八
〇
（
士
族
、
七
。
平
民
、
二
、五
七
三
。）

十
八
年
ニ
比
ス
レ
ハ
士
族
二
戸
ヲ
減
シ
、
平
民
十
一
戸
ヲ
増
セ
リ
。
総
戸
数
九

戸
ヲ
増
加
セ
リ
。

人
口
　
一
四
、三
九
八
（
士
族
、
四
六
。
平
民
、
一
四
、三
五
二
。）

一
ケ
年
平
均
凡
九
十
人
ヲ
増
加
セ
リ
。
其
原
由
ハ
他
ヨ
リ
移
住
人
員
ノ
増
加
ス

ル
ニ
ア
ラ
ズ
シ
テ
、
死
亡
者
ヨ
リ
出
生
者
ノ
多
キ
ニ
ア
リ
。』

　
　
　
　
　
五
　
風
俗
生
計

一
家
一
ヶ
年
ノ
生
計
費
ハ
、
上
等
弐
百
五
拾
円
、
中
等
百
円
、
下
等
七
拾
円
ナ

リ
ト
ス
。

衣
服
ハ
常
用
上
等
ハ
綿
衣
、
中
等
ハ
綿
衣
ノ
古
着
、
下
等
ハ
綿
衣
又
ハ
麻
衣
ヲ

纏
フ
。
晴
着
ト
ナ
ス
モ
ノ
左
ノ
如
シ
。

　
　
　
　
　
　
男
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
女

　
　
絹
ノ
衣
服
（
羽
織
袴
共
）
ヲ
着
ケ
、
桐 
 

絹
ノ
衣
服
ヲ
着
用
シ
、
表
付
キ
ノ
桐

　
　
足
駄
ヲ
穿
チ
、
絹
張
ノ
蝙
蝠
傘
ヲ 

 

下
駄
ヲ
用
ヒ
、
傘
ハ
絹
張
ノ
蝙
蝠
傘

上
　
携
フ
。
特
ニ
帯
ハ
良
品
ヲ
選
フ
カ
如
シ
。 

 

又
ハ
両
天
ト
称
シ
、
晴
雨
共
ニ
適
ス

等
　
羽
織
ハ
長
ク
シ
テ
、
袴
ハ
襠
髙
ヲ
用
ユ
。 

ベ
キ
旧
様
ノ
紙
張
傘
ニ
シ
テ
、
頭

　
　
靴
ヲ
穿
ク
モ
ノ
近
年
追
々
増
加
ス
。
シ 

飾
ハ
鼈
甲
ノ
笄
及
銀
簪
等
ヲ

　
　
ャ
プ
ヲ
用
ユ
ル
モ
ノ
ハ
其
数
甚
少 

用
ユ
。
一
般
ノ
装
飾
総
テ
旧
風
ニ

　
　
ナ
シ
。 

據
リ
、
変
体
ヲ
呈
セ
ス
。帯
ハ
絹
織
ヲ
用
ユ
。』

　
　
服
装
ノ
外
形
前
者
ノ
如
シ
ト
雖
ト
モ 

木
綿
衣
ヲ
用
ヒ
、
下
駄
ハ
表
付
キ
ノ

　
　
其
物
質
ハ
綿
糸
製
ニ
シ
テ
、
損
シ
易 

粗
物
ヲ
穿
チ
、
木
綿
張
ノ
蝙
蝠
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明
治
二
十
年
「
南
會
津
郡

　
民
度
区
域
取
調
」
と
そ
の
作
成
に
関
わ
る
史
料

上
等
　
八
〇
　
　
　
萱
葺
　
　
　
三
、〇
〇
〇
　
　
　
五
、〇
〇
〇

中
等
　
四
〇
　
　
　
　
仝
　
　
　
一
、〇
〇
〇
　
　
　
三
、〇
〇
〇

下
等
　
二
〇
　
　
　
　
仝
　
　
　
〇
、四
〇
〇
　
　
　
一
、八
〇
〇

木
材
ハ
部
内
ノ
産
出
品
ニ
テ
充
分
ナ
リ
。』

日
用
品
中
他
方
ニ
仰
ク
モ
ノ
ハ
、
呉
服
反
物
及
魚
塩
等
ニ
シ
テ
、
他
ハ
部
内
ノ

産
出
品
ヲ
用
ユ
。

部
内
ニ
冠
タ
ル
財
産
家
五
人
、
醸
造
業
及
商
業
家
ナ
リ
。

縣
會
議
員
選
挙
権
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
四
〇
一
人
、
同
被
選
挙
権
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ

三
十
五
人
ア
リ
。

徴
兵
適
齢
九
十
一
人
、
内
合
格
者
七
十
一
人
、
現
服
役
二
十
四
人
ナ
リ
。』

　
　
　
　
　
六
　
物
産

蚕
糸
　
　
　
百
二
十
三
貫
目

　
　
　
　
内

　
　
生
糸
　
百
弐
貫
目

　
　
屑
糸
　
七
貫
目

　
　
玉
糸
　
拾
四
貫
目
　

繭
　
　
　
　
百
六
拾
七
石

桑
ハ
天
然
生
ノ
山
桑
、
又
ハ
耕
地
ノ
四
圍
、
崖
地
、
川
岸
地
等
ニ
植
付
ケ
タ
ル

モ
ノ
ニ
シ
テ
整
然
桑
圃
ノ
体
裁
ヲ
ナ
セ
シ
モ
ノ
甚
稀
ナ
リ
。
故
ニ
壱
反
歩
ニ
對

ス
ル
産
額
等
算
出
ス
ル
ニ
由
ナ
シ
。
但
三
ケ
年
以
来
壱
貫
目
ノ
價
二
三
銭
、
乃

至
拾
弐
三
銭
ニ
シ
テ
、
平
均
七
銭
前
後
ニ
相
當
ス
。

外
國
ノ
風
俗
ヲ
学
フ
モ
ノ
殆
ン
ト
稀
ナ
リ
。
朝
夕
新
聞
雑
誌
ヲ
手
ニ
ス
ル
モ
ノ

ハ
喋
々
外
国
ノ
有
様
ヲ
談
論
ス
ル
モ
ノ
ア
リ
ト
雖
ト
モ
』
未
タ
躬
行
ノ
勇
ナ

シ
。
洋
服
ヲ
着
ク
ル
モ
ノ
ハ
、
官
吏
教
員
輩
ノ
ミ
。
日
常
ノ
應
接
洋
風
ト
呼
ヒ

開
化
ト
称
シ
、
青
年
輩
ハ
粗
略
ニ
流
ル
ル
ノ
状
況
ア
リ
。

暦
ハ
一
般
太
陰
暦
ヲ
用
ユ
。
太
陽
暦
ハ
官
廳
及
人
民
ヨ
リ
官
廳
ニ
對
セ
ル
書
面

等
ニ
用
ユ
ル
ノ
ミ
。

食
物
ハ
一
日
三
食
ニ
シ
テ
上
等
ハ
米
飯
、
中
等
ハ
米
ニ
粟
又
ハ
根
菜
ノ
混
炊
、

下
等
ハ
粟
麦
芋
菜
葉
ノ
雑
炊
、
蕎
麦
粉
ノ
焼
餅
、
馬
鈴
薯
芋
ナ
リ
。

會
飲
ノ
習
慣
、
恵
比
寿
講
ハ
商
家
又
ハ
金
満
家
等
、
日
待
ヲ
ナ
ス
ハ
中
等
ノ

中
以
上
ニ
シ
テ
、
其
他
壮
年
輩
ニ
山
ノ
神
講
ト
称
シ
、
二
三
日
間
乃
至
四
日

間
集
會
ニ
テ
飲
食
ヲ
恣
ニ
シ
、
馬
ツ
ク
ラ
ヒ
（
ツ
ク
ラ
ヒ
ハ
繕
フ
ノ
義
ナ
ル
ベ
シ
）

ト
称

シ
、
一
年
四
季
馬
ニ
鍼
治
ヲ
施
シ
タ
ル
際
、
集
合
シ
テ
飲
食
ヲ
ナ
シ
、
其
他
』

二
百
十
日
ノ
前
祭
リ
或
ハ
天
気
祭
ト
呼
ヒ
、
會
飲
ス
ル
モ
ノ
ア
リ
。
婦
女
子
間

ニ
ハ
地
蔵
講
、
観
音
講
等
ト
称
ス
ル
モ
ノ
ア
リ
。
概
ス
ル
ニ
名
ヲ
神
仏
ニ
仮

リ
、
各
自
ノ
食
欲
ヲ
飽
カ
シ
ム
ル
事
恰
モ
都
會
ノ
地
ニ
テ
青
年
輩
カ
、
名
ヲ
親

睦
懇
親
ニ
仮
リ
テ
酒
宴
ニ
酔
ル
ニ
異
ナ
ラ
ス
。

自
家
用
料
酒
造
戸
数
ハ
六
百
三
拾
九
戸
ニ
シ
テ
、
百
戸
中
二
十
五
戸
ノ
比
例
ニ
當

ル
。

家
屋
ハ
左
表
ノ
如
シ
。

　
　
　
建
坪

　
　
　
屋
根

　
　
　
借
家
料
並
地
賃
共
一
ケ
月

　
　
新
築
一
坪
ノ
費
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円

　
　
　
　
　
　
　
円

戸
数

　
二
、五
八
〇
（
士
族
、
七
。
平
民
、
二
、五
七
三
。）

十
八
年
ニ
比
ス
レ
ハ
士
族
二
戸
ヲ
減
シ
、
平
民
十
一
戸
ヲ
増
セ
リ
。
総
戸
数
九

戸
ヲ
増
加
セ
リ
。

人
口

　
一
四
、三
九
八
（
士
族
、
四
六
。
平
民
、
一
四
、三
五
二
。）

一
ケ
年
平
均
凡
九
十
人
ヲ
増
加
セ
リ
。
其
原
由
ハ
他
ヨ
リ
移
住
人
員
ノ
増
加
ス

ル
ニ
ア
ラ
ズ
シ
テ
、
死
亡
者
ヨ
リ
出
生
者
ノ
多
キ
ニ
ア
リ
。』

　
　
　
　
　
五

　
風
俗
生
計

一
家
一
ヶ
年
ノ
生
計
費
ハ
、
上
等
弐
百
五
拾
円
、
中
等
百
円
、
下
等
七
拾
円
ナ

リ
ト
ス
。

衣
服
ハ
常
用
上
等
ハ
綿
衣
、
中
等
ハ
綿
衣
ノ
古
着
、
下
等
ハ
綿
衣
又
ハ
麻
衣
ヲ

纏
フ
。
晴
着
ト
ナ
ス
モ
ノ
左
ノ
如
シ
。

　
　
　
　
　
　
男

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
女

　
　
絹
ノ
衣
服
（
羽
織
袴
共
）
ヲ
着
ケ
、
桐 

 

絹
ノ
衣
服
ヲ
着
用
シ
、
表
付
キ
ノ
桐

　
　
足
駄
ヲ
穿
チ
、
絹
張
ノ
蝙
蝠
傘
ヲ 

 

下
駄
ヲ
用
ヒ
、
傘
ハ
絹
張
ノ
蝙
蝠
傘

上
　
携
フ
。
特
ニ
帯
ハ
良
品
ヲ
選
フ
カ
如
シ
。 

 

又
ハ
両
天
ト
称
シ
、
晴
雨
共
ニ
適
ス

等
　
羽
織
ハ
長
ク
シ
テ
、
袴
ハ
襠
髙
ヲ
用
ユ
。 

ベ
キ
旧
様
ノ
紙
張
傘
ニ
シ
テ
、
頭

　
　
靴
ヲ
穿
ク
モ
ノ
近
年
追
々
増
加
ス
。
シ 

飾
ハ
鼈
甲
ノ
笄
及
銀
簪
等
ヲ

　
　
ャ
プ
ヲ
用
ユ
ル
モ
ノ
ハ
其
数
甚
少 

用
ユ
。
一
般
ノ
装
飾
総
テ
旧
風
ニ

　
　
ナ
シ
。 

據
リ
、
変
体
ヲ
呈
セ
ス
。帯
ハ
絹
織
ヲ
用
ユ
。』

　
　
服
装
ノ
外
形
前
者
ノ
如
シ
ト
雖
ト
モ 

木
綿
衣
ヲ
用
ヒ
、
下
駄
ハ
表
付
キ
ノ

　
　
其
物
質
ハ
綿
糸
製
ニ
シ
テ
、
損
シ
易 

粗
物
ヲ
穿
チ
、
木
綿
張
ノ
蝙
蝠
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事
ナ
シ
。

鶏
ハ
一
戸
二
、三
羽
乃
至
四
、五
羽
ヲ
飼
置
ク
ノ
ミ
。

豚
羊
ヲ
飼
ウ
モ
ノ
ナ
シ
。

製
茶
者
ナ
シ
。

漆
器
ハ
數
年
前
、
田
島
及
静
川
ニ
於
テ
製
造
セ
シ
カ
、
近
年
大
ニ
退
縮
シ
テ
殆

ン
ト
其
跡
ヲ
没
ス
ル
ニ
至
レ
リ
。

陶
器
製
造
ハ
田
島
村
ニ
萬
古
焼
ア
レ
ト
モ
價
格
不
廉
販
路
』
狭
小
ニ
シ
テ
勢
振

ハ
ス
。

麻
ハ
一
ケ
年
八
千
貫
目
余
ヲ
産
出
シ
、
京
濱
及
下
野
地
方
ニ
輸
出
ス
。』

　
　
　
　
　
七
　
職
業

農
　
五
千
三
百
七
十
人
　
　
商
　
百
五
十
人
　
　
工
　
百
十
人

雑
業
　
百
人
　
内
漁
業
ナ
シ
。

酒
屋
　
十
二
戸
　
　
菓
子
屋
　
五
十
三
戸
　
　
遊
藝
　
一
人

書
肆
　
二
戸

右
各
種
共
専
業
者
極
メ
テ
少
ナ
シ
。』

　
　
　
　
　
八
　
学
事

学
校
ハ
小
学
校
ノ
ミ
ニ
シ
テ
総
数
十
八
、
内
高
等
、
一
、
尋
常
、
二
、

簡
易
、
十
五
ア
リ
（
廿
年
四
月
調
）
。

就
学
者
等
左
ノ
如
シ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
男

　
　
　
　
　
　
　
女

　
　
　
　
　
　
　
計

学
齢

　
　
　
　
一
、四
一
八

　
　
　
一
、二
六
二

　
　
　
二
、六
八
〇

生
糸
ノ
製
造
上
本
年
ニ
至
リ
、
大
ヒ
ニ
改
良
ノ
緒
ニ
就
ケ
リ
。』

生
糸
五
ケ
年
以
来
ノ
産
額
左
ノ
如
シ
。

　
　
　
　
　
産
額
　
　
　
　
價
格
　
　
　
　
内
海
外
輸
出
向

　
　
　
　
　
　
　
　
貫
　
　
　
　
　
　

円
　
産
額
　
貫
　
　
價
格
　
円

十
六
年
　
　
　
二
〇
　
　
　
　

五
八
〇
　
　
　
　
〇
　
　
　
　
　

〇

十
七
年
　
　
　
三
四
　
　
　
　

九
四
〇
　
　
　
　
〇
　
　
　
　
　

〇

十
八
年
　
　
　
九
五
　
　
　
二
、八
〇
〇
　
　
　
　
〇
　
　
　
　
　

〇

十
九
年
　
　
一
二
三
　
　
　
四
、九
〇
〇
　
　
　
　
〇
　
　
　
　
　

〇

二
十
年
　
　
一
七
九
　
　
　
五
、三
七
〇
　
　
　
六
三
　

一
、〇
五
〇

桑
苗
植
立
ノ
數
ハ
左
ノ
如
シ

十
七
年
　
　
　
一
七
、〇
〇
〇
本

十
八
年
　
　
　
三
六
、〇
〇
〇

十
九
年
　
　
　
九
四
、〇
〇
〇

馬
数
ハ
弐
千
八
百
九
頭
ニ
シ
テ
、
悉
皆
日
本
種
ナ
リ
。

産
馬
ハ
一
ケ
年
販
出
高
（
上
野
及
武
蔵
ノ
秩
父
其
外
ヘ
）

凡
四
百
頭
、
購
入
高
（
磐
城

仙
台
地
方
）』
凡
五
頭
ナ
リ
。
取
引
上
ノ
旧
慣
記
ス
ベ
キ
モ
ノ
ナ
シ
。
牝
馬
ハ

一
頭
二
、
三
拾
円
、
幼
馬
ハ
一
頭
拾
円
前
後
ナ
リ
。
但
牧
場
ヲ
設
ケ
テ
飼
畜
ニ

従
事
ス
ル
モ
ノ
ナ
ク
、
農
業
ノ
傍
ラ
飼
畜
繁
殖
セ
シ
ム
ル
ナ
リ
。

産
馬
會
社
ハ
社
益
薄
キ
ニ
ヨ
リ
、
人
民
ハ
一
般
ニ
解
散
ヲ
希
望
ス
ル
ノ
状
ア
リ
。

牛
ハ
僅
カ
ニ
拾
壱
頭
ニ
シ
テ
、
荷
物
ノ
運
搬
用
ノ
ミ
。
故
ニ
屠
殺
及
搾
乳
等
ノ
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其
原
因
食
物
ノ
粗
悪
ナ
ル
ニ
ア
リ
。

昨
十
九
年
ハ
関
本
村
ニ
虎
列
刺
病
発
生
シ
、
其
勢
速
カ
ニ
増
進
シ
テ
、
数
十
日

間
ニ
四
十
四
人
ト
ナ
リ
、
内
死
ス
ル
モ
ノ
二
十
六
人
。
本
年
ハ
前
年
ニ
懲
リ
、

充
分
ニ
豫
防
法
ニ
注
意
シ
、
今
日
ニ
至
ル
迠
、
該
病
ノ
発
ス
ル
ナ
シ
。

腸
窒
扶
斯
病
ハ
年
々
多
少
ノ
患
者
ア
リ
テ
絶
滅
ニ
帰
セ
ズ
。

出
産
死
亡
及
其
他
ノ
計
数
ヲ
掲
ク
ル
左
ノ
如
シ
。

　
　
　
　
　
　
出
産
　
　
　
　
死
亡
　
　
　
生
命
年
齢
平
均
數

十
七
年
　
　
二
八
二
　
　
　
二
五
〇
　
　
　
四
〇

十
八
年
　
　
二
九
九
　
　
　
二
三
八
　
　
　
四
一
』

十
九
年
　
　
三
〇
一
　
　
　
二
六
五
　
　
　
三
八

婚
姻
ハ
男
十
九
年
乃
至
二
十
二
年
、
女
十
五
乃
至
十
八
年
ヲ
以
テ
普
通
ト
ス
。』

　
　
　
　
　
十
二
　
犯
罪
其
他

處
刑
ノ
最
モ
多
キ
ハ
、
税
則
違
犯
、
窃
盗
及
賭
博
犯
ナ
リ
ト
ス
。

公
賣
処
分
ハ
十
八
年
度
ニ
百
八
十
九
人
ナ
リ
シ
カ
、
十
九
年
度
ハ
減
シ
テ

百
二
十
六
人
ト
ナ
レ
リ
。
其
原
因
十
九
年
度
ニ
於
テ
ハ
、
前
年
度
ヨ
リ
幾
分
カ

民
力
恢
復
ノ
途
ニ
就
キ
シ
ニ
ア
リ
。

身
代
限
ハ
十
八
年
、
十
九
年
共
各
壱
戸
ナ
リ
。
如
此
右
処
分
ヲ
受
ク
ル
ノ
尠
キ

ハ
、
出
訴
上
ノ
手
數
ヲ
恐
レ
、
相
對
示
談
ス
ル
ニ
ヨ
ル
。』

　
　
　
　
　
十
三

　
諸
税
及
協
議
費

　
　
　
　
　
　
　
十
九
年
度
調

国
税

　
　
壱
万
五
千
九
百
拾
三
円

就
学
生
　
　
　
　
　
九
四
八
　
　
　
　
　
三
四
九
　
　
　
一
、二
九
七

不
就
学
生
　
　
　
　
四
七
〇
　
　
　
　
　
九
一
三
　
　
　
一
、三
八
三

本
部
内
ヨ
リ
他
方
ニ
在
学
ノ
モ
ノ
福
島
尋
常
師
範
学
校
ニ
一
名
、
東
京
漢
洋
学

ノ
私
塾
ヘ
入
学
生
二
名
、
其
他
詳
カ
ナ
ラ
ズ
。』

　
　
　
　
　
九
　
宗
教

人
民
ノ
重
モ
ニ
信
ス
ル
宗
教
ハ
佛
教
ナ
レ
ト
モ
、
熱
心
以
テ
信
仰
ス
ル
ニ
ア
ラ

ス
。
習
慣
ノ
勢
力
之
レ
ヲ
帰
依
セ
シ
ム
ル
モ
ノ
ノ
如
シ
。
一
般
ニ
宗
教
ヲ
度
外

ニ
置
キ
、
其
必
要
ヲ
感
セ
サ
ル
ノ
景
況
ニ
シ
テ
、
神
官
僧
侶
ノ
説
教
等
ハ
、
近

年
絶
テ
ナ
ス
事
ヲ
聞
カ
ズ
。

教
會
所
ノ
設
ケ
ハ
神
道
二
ケ
所
、
仏
道
拾
壱
ケ
所
ア
リ
。

寺
院
ノ
数
二
十
三
、
内
真
言
宗
十
三
、
真
宗
三
、
時
宗
一
、
天
台
宗
一
、
浄
土

宗
一
、
曹
洞
宗
四
。

耶
蘇
教
ハ
、
宣
教
師
時
々
来
地
シ
テ
布
教
ヲ
図
リ
、
信
徒
十
余
人
ア
リ
ト
雖
ト

モ
速
カ
ニ
擴
張
シ
得
ベ
キ
模
様
ナ
シ
。』

　
　
　
　
　
十
　
　
物
價

壱
石
ニ
付
米
四
円
八
拾
四
銭
、
麦
四
円
六
拾
五
銭
、
大
豆
四
円
、
酒
拾
五
円
。

大
工
手
間
賃
一
日
金
拾
銭
、
桶
工
仝
上
金
拾
銭
。
耕
夫
雇
賃
仝
九
銭
。

大
根
野
菜
等
ノ
賣
買
極
メ
テ
稀
ナ
リ
。
呉
服
古
着
ノ
類
、
若
松
ニ
比
ス
レ
バ
壱

割
余
ノ
高
價
ナ
リ
。』

　
　
　
　
　
十
一

　
衛
生

地
方
病
ト
称
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
シ
。
通
常
最
モ
多
キ
ハ
消
化
器
病
ナ
リ
ト
ス
。
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招
キ
、
丙
村
ハ
丁
村
ヲ
招
ク
、
交
互
競
ウ
テ
止
マ
ス
。
終
始
數
十
日
間
為
メ
ニ

費
用
ト
光
陰
ヲ
空
消
ス
ル
事
実
ニ
甚
タ
シ
ク
、
其
間
老
幼
男
女
ヲ
論
セ
ス
、
心

ヲ
此
一
点
ニ
傾
ケ
東
西
ニ
奔
走
ス
ル
。
殆
ン
ト
狂
ス
ル
モ
ノ
ノ
如
ク
、
且
之
レ

カ
興
行
ヲ
機
ト
シ
、
少
年
子
女
カ
相
誘
フ
テ
、
其
品
行
ヲ
壊
乱
ス
ル
事
極
メ
テ

深
シ
。
十
數
年
来
農
家
子
弟
演
技
ノ
弊
風
ナ
シ
ト
雖
ト
モ
、
之
レ
ニ
換
ユ
ル
ニ

俳
優
ヲ
招
キ
、
甲
乙
相
競
フ
テ
観
覧
ス
ル
ノ
状
、
前
者
ニ
次
ク
。
其
費
用
ト
光

陰
ヲ
空
消
ス
ル
事
大
ヒ
ニ
減
却
セ
リ
ト
雖
ト
モ
、
少
年
子
女
ノ
風
儀
ヲ
乱
ス
ベ

キ
媒
介
物
タ
ル
事
豪
モ
前
日
ニ
劣
ラ
ス
。』

　
　
　
　
　
西
部

　
　
　
　
　
一
　
気
候

極
寒
一
七
度
、
一
、二
月
ノ
交
、
極
暑
九
二
度
、
七
、八
月
ノ
交
、
冬
季
北
風
多

ク
シ
テ
寒
烈
ナ
リ
。
夏
ハ
南
風
多
ク
シ
テ
暑
熱
ヲ
誘
致
シ
、
東
南
風
ノ
気
候
不

順
ヲ
致
ス
ハ
、
東
部
ニ
仝
シ
。

霜
ハ
十
月
初
メ
テ
降
リ
、
翌
年
五
、
六
月
ニ
至
テ
止
ミ
、
雪
ハ
十
月
初
メ
テ
降

リ
、
翌
年
五
月
ニ
至
テ
融
解
ス
。

風
雨
ノ
害
ヲ
蒙
ル
ハ
、
南
部
ヲ
以
テ
最
ト
シ
、
洪
水
ノ
侵
襲
ニ
逢
フ
ハ
、
中
央

部
ヨ
リ
北
方
ニ
多
シ
。甲
ハ
七
、八
月
ノ
交
、
乙
ハ
積
雪
融
解
ノ
際
及
ヒ
、
七
、

八
月
ノ
交
ニ
ア
リ
。
伊
南
川
ノ
両
岸
ハ
農
作
物
ノ
霜
害
ヲ
蒙
ル
事
少
ナ
シ
。
之

レ
川
霧
ノ
為
メ
ニ
霜
ノ
結
フ
ヲ
、
妨
ク
ル
ナ
リ
ト
云
フ
。』

　
　
　
　
　
二

　
地
形

地
方
税
　
六
千
三
百
五
拾
八
円

村
費
　
　
六
千
八
拾
壱
円

協
議
費
　
四
千
百
三
円
』

　
　
　
　
　
十
四
　
雑
件

積
雪
中
男
ハ
概
子
下
野
、
常
陸
、
又
ハ
磐
城
地
方
ニ
屋
根
葺
業
ノ
出
稼
ヲ
ナ

ス
。然
レ
ト
モ
近
年
其
所
得
甚
タ
少
ナ
シ
。家
ニ
ア
ル
男
女
ハ
麻
糸
、
麻
織
物
、

藁
仕
事
、
煙
草
製
造
等
ニ
従
事
ス
。
越
後
地
方
ヨ
リ
出
稼
人
ノ
来
ル
モ
ノ
ハ
大

工
ヲ
最
モ
多
シ
ト
ス
。
之
レ
ニ
次
ク
モ
ノ
ハ
桶
工
、
及
他
ノ
雑
業
者
ニ
シ
テ
、

往
々
籍
ヲ
移
シ
テ
永
住
ス
ル
モ
ノ
ア
リ
。

通
例
、
朝
ハ
夜
明
ケ
ト
共
ニ
（
農
桑
繁
劇
ノ
時
ヲ
除
キ
）

起
キ
、
夜
ハ
十
一
時
過
臥
床

ニ
就
ク
。
夜
業
ハ
男
ハ
藁
仕
事
、
女
裁
縫
等
ニ
従
事
ス
ル
事
多
シ
ト
雖
ト
モ
、

全
時
間
ノ
三
分
一
ハ
空
談
雑
話
ノ
為
メ
ニ
空
消
ス
ル
ヲ
常
ト
ス
。
総
テ
職
業
上

勤
勉
ナ
リ
ト
ハ
称
シ
難
シ
。
休
業
日
ハ
、
一
定
セ
ズ
ト
雖
ト
モ
概
シ
テ
陰
暦
ノ

朔
日
、
十
五
日
、
廿
八
日
等
ハ
休
業
シ
、
其
外
臨
時
休
業
』
ノ
日
ヲ
定
ム
ル
事

ア
リ
。
夏
日
ハ
昼
休
ト
称
シ
、
食
後
一
時
間
乃
至
二
時
間
余
安
眠
ヲ
貪
ル
慣
習

ア
リ
。
但
云
フ
体
力
限
ア
リ
。
炎
暑
ノ
候
休
息
ヲ
ナ
サ
ザ
レ
ハ
、
体
力
ノ
衰
弱

甚
タ
シ
ク
、
得
失
相
償
ハ
ズ
ト
。
未
タ
其
言
ノ
当
否
ヲ
知
ラ
ズ
。

本
郡
一
般
芝
居
興
行
ニ
心
酔
ス
ル
ノ
習
慣
ア
リ
。
其
弊
東
部
ニ
於
テ
最
モ
深

シ
。
今
其
概
況
ヲ
挙
ク
レ
ハ
、
古
来
農
家
ノ
子
弟
繁
農
ノ
候
ヲ
モ
顧
ミ
ス
、
其

技
ヲ
習
フ
事
數
十
日
、
之
ヲ
演
ス
ル
ヤ
近
隣
ノ
親
族
知
友
ヲ
招
キ
、
社
堂
地
又

ハ
草
野
ニ
場
所
ヲ
設
ケ
、
終
夜
飲
食
シ
ツ
ゝ
之
ヲ
観
セ
シ
ム
。
甲
村
ハ
乙
村
ヲ
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上
麦

　
　

〇
、九
〇
〇
　
　
一
二
　
　
　
　
一
〇
　
　
　
　
　
〇
、二
〇
〇

畑
　
　
中
同

　
　

〇
、五
〇
〇
　
　
　
九
　
　
　
　
　
七
　
　
　
　
　
〇
、一
〇
〇

　
　
　
下
同

　
　

〇
、三
五
〇
　
　
　
五
　
　
　
　
　
三
　
　
　
　
　
〇
、〇
六
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

円

　
　
　
上
■

　
　

〇
、〇
〇
〇
　
　
二
一
　
　
　
　
一
八
　
　
　
　
　
二
、〇
〇
〇

宅
地
　
中
■

　
　

〇
、〇
〇
〇
　
　
一
四
　
　
　
　
一
二
　
　
　
　
　
一
、五
〇
〇

　
　
　
下
■

　
　

〇
、〇
〇
〇
　
　
　
五
　
　
　
　
　
三
　
　
　
　
　
一
、〇
〇
〇

前
表
備
考
、
耕
地
賣
買
地
價
云
々
東
部
ニ
仝
シ
。』

稲
ハ
早
稲
ヲ
作
ル
モ
ノ
最
モ
多
ク
、
中
稲
之
ニ
次
キ
、
晩
稲
ヲ
作
ル
モ
ノ
ハ
甚

タ
少
ナ
シ
。
之
レ
ハ
気
候
寒
冷
ノ
去
ル
事
遅
ク
シ
テ
、
来
ル
事
速
カ
ナ
ル
ニ
依

ル
。
殊
ニ
只
見
地
方
ニ
至
リ
テ
ハ
、
積
雪
深
キ
年
ハ
天
然
ノ
融
解
ヲ
俟
ツ
能
ハ

ス
、
人
工
ヲ
以
テ
苗
代
ノ
雪
ヲ
消
シ
、
耕
鋤
播
種
ノ
準
備
ヲ
ナ
ス
事
ア
リ
。
秋

収
ノ
節
ハ
最
モ
繁
忙
ヲ
極
メ
、
田
圃
耕
作
物
ノ
収
穫
前
雪
ニ
覆
ハ
レ
ン
事
ヲ
之

レ
恐
ル
ゝ
ノ
景
況
ナ
リ
。

部
内
ノ
収
穫
米
ハ
部
内
人
民
ノ
常
食
ニ
足
ラ
ス
シ
テ
、
其
不
足
ハ
若
松
地
方
ヨ

リ
本
郡
東
部
ヲ
経
テ
輸
入
ス
。
俵
ハ
五
斗
入
ヲ
以
テ
通
例
ト
ス
。

秋
収
後
ハ
稲
ヲ
掛
干
シ
ト
ナ
シ
、
積
雪
前
ニ
家
屋
ニ
運
ヒ
入
レ
、
扱
キ
取
リ
テ

籾
ト
ナ
シ
、
土
蔵
ニ
貯
フ
。
俵
造
リ
ハ
尋
常
ニ
シ
テ
、
敢
テ
改
良
等
ノ
企
ナ

シ
。
俵
ハ
前
項
ニ
揚
ク
ル
如
ク
』
五
斗
入
ナ
ル
カ
故
、
取
扱
上
、
過
重
ニ
シ
テ

不
便
ナ
ル
ヲ
見
ル
。

麦
ヲ
耕
作
ス
ル
モ
ノ
少
ナ
シ
。
之
レ
積
雪
深
ク
シ
テ
麦
苗
ノ
腐
敗
ス
ル
事
多
キ

西
方
八
十
里
越
、
朝
草
ケ
嶽
、
六
十
里
越
、
大
鳥
岳
及
ヒ
只
見
川
ノ
上
流
ヲ
以

テ
、
新
潟
縣
下
魚
沼
郡
ニ
接
シ
、
南
方
赤
安
、
黒
岩
、
田
代
、
荒
海
等
ノ
諸
山

ヲ
以
テ
群
馬
縣
下
利
根
郡
及
ヒ
栃
木
縣
下
都
賀
、
塩
谷
ノ
両
郡
ニ
連
リ
、
東
方

中
山
、
保
城
、
駒
戸
ノ
三
嶺
ヲ
以
テ
本
郡
ノ
東
部
ニ
界
シ
、
北
方
ハ
本
縣
下
大

沼
郡
及
新
潟
縣
下
東
蒲
原
郡
ニ
接
ス
。
本
部
内
ノ
村
落
ハ
、
南
東
北
ノ
三
方
ニ

偏
在
シ
、
中
央
以
西
ハ
山
嶽
重
畳
殆
ン
ト
人
跡
ヲ
絶
ツ
。

幅
凡
拾
間
以
上
ノ
川
十
一
線
（
只
見
川
、
伊
南
川
、
石
伏
川
、
黒
谷
川
等
名
ア

リ
）。
凡
拾
間
以
下
ノ
川
澤
七
十
線
。
川
ハ
只
見
川
ヲ
最
モ
大
ナ
リ
ト
ス
。
然

レ
ト
モ
舟
楫
ノ
利
ナ
ク
、
木
材
ヲ
筏
流
ス
ル
ノ
便
ア
ル
ノ
ミ
。』

駒
ヶ
嶽
最
高
山
。
雪
ハ
十
月
降
リ
始
メ
、
翌
年
七
月
ニ
至
テ
消
ユ
。

駒
ヶ
嶽
、
朝
草
岳
ニ
測
量
標
点
ア
リ
。

蒲
生
、
叶
津
、
八
総
等
ノ
村
々
ニ
銅
鐄
ヲ
有
ス
ル
山
嶽
ア
リ
ト
雖
ト
モ
其
産
出

高
僅
少
ニ
シ
テ
、
目
下
坑
業
ヲ
ナ
サ
ザ
ル
個
所
多
シ
。

国
道
ノ
本
郡
部
内
ヲ
貫
通
ス
ル
モ
ノ
ナ
シ
。』

　
　
　
　
　
三
　
耕
宅
地

近
年
ノ
壱
反
歩
當
リ
平
均
ヲ
揚
ク
ル
左
ノ
如
シ
。

　
　
　
　
　
　
収
穫
　
　
　
　
賣
買
地
價
　
　
券
面
地
價
　
　
小
作
米

　
　
　
　
　
　
石
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

石

　
　
　
上
米
　
　

一
、五
〇
〇

　
　
二
七
円

　
　
　
二
〇
円

　
　
　
　
〇
、八
〇
〇

田
　
　
中
同
　
　

一
、二
〇
〇

　
　
二
〇

　
　
　
　
一
五

　
　
　
　
　
〇
、六
〇
〇

　
　
　
下
同
　
　

〇
、四
五
〇

　
　
　
九

　
　
　
　
　
五

　
　
　
　
　
〇
、四
〇
〇
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合
併
改
　
熨
斗
戸
村
　
合
併
改
　
中
ノ
井
村
　
　
　
合
併
改
　
八
總
村

戸
中
村

　
押
戸
村

　
吉
高
村

　
貝
原
村

　
角
生
村

　
湯
ノ
岐
村

　
湯
ノ
入
村

　
水
引
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
合
併
改
　
湯
ノ
花
村

塩
ノ
原
村
　
田
ノ
瀬
村
　
　
助
木
生
村
　
小
高
林
村
　
木
賊
村
　
川
衣
村
　
穴
原
村

 

　
合
併
改
　
塩
ノ
原
村
　
　
　
　
　
　
　
合
併
改
　
宮
里
村

片
貝
村
　
富
山
村
　
　
布
沢
口
村
　
滝
原
村
　
　
中
小
屋
村
　
山
口
村

 
 

合
併
改
　
片
貝
村
　
　
合
併
改
　
坂
田
村
　
　
　
　
合
併
改
　
山
口
村
』

恥
風
村
　
朴
木
村
　
　
和
泉
田
村
　
小
野
島
村
　
　
上
荒
井
村
　
下
荒
井
村

 
 

合
併
改
　
恥
風
村
　
　
合
併
改
　
和
泉
田
村
　
　
　
　
合
併
改
　
福
井
村

右
合
併
セ
ル
ハ
、
當
時
官
ノ
勧
誘
ヲ
受
ケ
テ
ナ
セ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
只
名
義
上

一
村
ニ
シ
テ
、
其
実
和
親
合
同
セ
ザ
ル
モ
ノ
ナ
キ
ニ
ア
ラ
ス
。

改
称
セ
サ
ル
モ
ノ
左
ノ
如
シ
。

　
泥
島
村
　
改
亀
岡
村
　
　
落
合
村
　
改
内
川
村

右
泥
島
村
ヲ
改
称
セ
ル
ハ
該
村
地
位
、
伊
南
川
ノ
衝
路
ニ
當
リ
、
年
々
水
害
ヲ

蒙
ル
事
甚
タ
シ
キ
ニ
ヨ
リ
、
水
邊
ニ
縁
ア
ル
泥
島
ノ
名
ヲ
忌
ミ
、
亀
岡
ト
改
メ

タ
ル
ナ
リ
。
落
合
村
ハ
本
郡
東
部
ニ
同
名
ノ
村
ア
リ
。
彼
此
紛
レ
易
キ
ニ
ヨ
リ

内
川
ト
改
称
セ
リ
。』

ニ
ヨ
ル
。
多
ク
畑
作
ト
ナ
ス
ハ
蕎
麦
、
大
豆
、
粟
等
ナ
リ
。
皆
部
内
ノ
食
料
ト

ナ
ス
ノ
ミ
。
他
ニ
輸
出
セ
ス
。

小
作
ハ
概
ネ
無
定
期
ニ
シ
テ
、
之
レ
カ
貸
借
及
小
作
米
高
ノ
如
キ
、
多
ク
ハ
口

頭
ノ
契
約
ニ
成
ル
。
小
作
証
ヲ
作
ル
等
極
メ
テ
稀
ナ
リ
ト
雖
ト
モ
、
人
民
互
ニ

徳
義
ヲ
重
ン
ジ
、
違
約
紛
糾
ヲ
生
ス
ル
等
ノ
事
ナ
シ
。
天
災
等
ニ
ヨ
リ
甚
タ
シ

ク
収
穫
少
ナ
キ
年
ハ
、
借
地
人
ノ
請
ニ
ヨ
リ
小
作
米
ヲ
減
ス
ル
事
東
部
ニ
仝
シ
。

田
畑
共
近
年
収
穫
上
年
々
増
減
ア
リ
ト
雖
ト
モ
、
概
シ
テ
豊
熟
ナ
ラ
ザ
ル
ナ

シ
。
之
レ
気
候
ノ
適
順
ナ
ル
ニ
ヨ
ル
。
耕
作
法
ノ
近
郡
ト
異
ナ
ル
モ
ノ
ナ
シ
。』

例
年
春
末
降
霜
ノ
為
メ
、
桑
葉
ニ
多
少
ノ
害
ヲ
受
ケ
、
六
、
七
月
ノ
交
、
風
雨

ノ
為
メ
ニ
麻
畑
ニ
損
害
ヲ
来
タ
シ
、
沿
川
ノ
地
ハ
較
モ
ス
レ
ハ
洪
水
ノ
為
メ
田

圃
ヲ
失
ヒ
、
或
ハ
堤
防
ヲ
破
壊
セ
ラ
ル
ル
事
ア
リ
。

古
来
旱
損
ニ
逢
フ
事
凡
八
ヶ
年
ニ
一
度
、
水
損
ヲ
蒙
ル
事
三
、
四
ヶ
年
ニ
一
度

ト
ス
。
尤
近
年
之
レ
等
ノ
損
害
甚
タ
シ
キ
モ
ノ
ナ
シ
。

堰
溜
井
用
水
等
ニ
大
土
功
ト
称
ス
ベ
キ
モ
ノ
ナ
シ
。』

　
　
　
　
　
四
　
町
村
戸
口
地
租

町
　
ナ
シ
。

村
　
五
十
六
ケ
村
。
地
租
七
千
弐
百
八
拾
七
円
五
拾
八
銭
壱
厘
。

　
内
百
戸
以
上
ノ
村
一
、
和
泉
田
。
　

置
縣
後
合
併
セ
ル
村
名
左
ノ
如
シ
。

熨
斗
戸
村
　
伊
豫
戸
村
　
　
前
沢
村
　
福
渡
村
　
　
　
八
總
村
　
井
桁
村
　
精
舎
村
　
岩
下
村
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下
　
弊
袴
甚
シ
ク
、
履
物
ハ
藁
草
履 

男
子
ノ
服
装
ニ
比
ス
レ
ハ
数
等
ノ
優
レ
ル

等
　
又
ハ
粗
末
ナ
ル
下
駄
等
ヲ
穿
ク
。
頭
髪 

ヲ
見
ル
。

　
　
ノ
結
束
者
ア
ル
事
東
部
ヨ
リ
甚
タ
シ
。

　
　
　
衣
服
冠
履
等
外
飾
ニ
注
意
ス
ル
ハ
、
公
務
ヲ
奉
ス
ル
モ
ノ
最
上
ニ
居

　
　
　
リ
、
青
年
ノ
輩
之
レ
ニ
次
ク
。
流
行
風
ニ
移
ル
事
東
部
ヨ
リ
速
カ
ナ
リ

備
　
　
ト
雖
モ
、
服
装
一
見
シ
テ
其
拙
ナ
ル
ヲ
見
ル
ヘ
シ
。
之
ヲ
例
セ
ン
ニ
男

考
　
　
子
ニ
シ
テ
鮮
明
ナ
ル
緑
色
、
紫
色
、
紅
色
等
ノ
襦
袢
ヲ
着
シ

　
　
　
或
ハ
濫
リ
ニ
襟
巻
ヲ
用
ヒ
、
眼
鏡
ヲ
掛
ケ
テ
愉
快
ノ
色
ヲ
呈
ス
ル
』

　
　
　
等
反
ッ
テ
品
格
ヲ
失
フ
モ
ノ
ア
リ
。

外
国
ノ
風
ヲ
學
フ
モ
ノ
甚
タ
稀
ナ
リ
。洋
服
ヲ
着
ケ
ル
モ
ノ
ハ
官
吏
教
員
輩
ノ
ミ
。

西
部
ノ
人
民
ハ
東
部
ノ
人
民
ニ
比
ス
レ
ハ
質
朴
ノ
風
最
モ
深
ク
、
世
上
風
潮
ニ

後
ル
ル
事
亦
一
層
甚
タ
シ
ク
、
平
素
ノ
生
計
等
ハ
旧
慣
ニ
安
ン
ジ
、
進
取
ノ
気

象
ニ
乏
シ
。

暦
ハ
一
般
太
陰
暦
ヲ
用
ユ
。
太
陽
暦
ハ
官
廳
及
人
民
ヨ
リ
官
廳
ニ
對
セ
ル
書
面

等
ニ
用
ユ
ル
ノ
ミ
。
五
節
句
ノ
祝
日
等
旧
時
ニ
異
ナ
ラ
ス
。

食
物
ハ
一
日
三
食
ニ
シ
テ
上
等
ハ
米
飯
、
中
等
ハ
米
粟
又
ハ
根
菜
ノ
混
炊
、
下

等
ニ
至
ッ
テ
ハ
粟
麦
芋
菜
葉
ノ
混
炊
、
蕎
麦
粉
ノ
焼
餅
等
ハ
上
ニ
位
シ
、
馬
鈴

薯
、
玉
』
蜀
黍
ヲ
食
シ
、
甚
タ
シ
キ
ハ
夏
秋
ノ
候
、
桃
栗
青
豆
等
ヲ
以
テ
生
活

ス
ル
モ
ノ
ア
リ
。

食
飲
ノ
習
慣
ハ
東
部
ト
大
同
小
異
ニ
シ
テ
、
只
彼
ニ
比
ス
レ
ハ
質
素
ニ
シ
テ
、

彼
レ
ノ
清
酒
ヲ
用
ユ
ル
処
、
濁
酒
ヲ
以
テ
シ
、
彼
レ
ノ
魚
肉
ヲ
用
ユ
ル
処
、
菜

戸
数
　
二
、二
四
〇
（
士
族
、
ナ
シ
。
平
民
、
二
、二
四
〇
。）

十
八
年
ニ
比
シ
増
減
ナ
シ
。

人
口
　
一
一
、二
九
四
（
士
族
、
ナ
シ
。
平
民
、
一
一
、二
九
四
。）

人
口
ハ
一
ケ
年
平
均
凡
七
十
人
ツ
ゝ
ヲ
増
加
セ
リ
。
其
原
因
出
生
死
亡
ノ
差
違

ア
ル
ニ
ア
リ
。』

　
　
　
　
　
五
　
風
俗
生
計

一
家
一
ヶ
年
ノ
生
計
費
ハ
上
等
弐
百
円
、
中
等
九
拾
円
、
下
等
六
拾
円
ナ
リ
ト
ス
。

衣
服
ハ
常
用
上
等
ハ
綿
衣
、
中
等
ハ
綿
衣
ノ
古
着
及
麻
衣
、
下
等
ハ
中
等
ト
性

質
同
シ
ケ
レ
ト
モ
品
格
頗
ル
粗
悪
ナ
リ
。
窄
袖
ノ
上
着
及
袴
衣
ニ
、
糸
ヲ
以
テ

蜘
蛛
網
状
又
ハ
花
様
ヲ
縫
ヒ
出
シ
テ
着
用
ス
ル
ハ
他
方
ニ
多
ク
見
サ
ル
処
ナ
リ
。

　
　
　
　
　
　
男
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
女

　 

　
絹
ノ
衣
服
羽
織
袴
ヲ
着
ケ
、
朴
ノ
下
駄
足
駄 

絹
又
ハ
木
綿
ノ
衣
服
ヲ
着
ケ
、
表
付
又
ハ
尋

上
　
ヲ
穿
チ
、
絹
張
ノ
蝙
蝠
傘
又
ハ
旧
来
ノ
雨
傘 

常
ノ
下
駄
ヲ
用
ヒ
、
傘
ハ
絹
張
ノ
蝙
蝠

等
　
ヲ
携
フ
。
長
羽
織
、
襠
高
ヲ
用
ユ
ル
モ
ノ
少
ク
、 

傘
又
ハ
両
天
ニ
シ
テ
、
頭
ノ
飾
リ
ニ
ハ
鼈

　
　
シ
ャ
ッ
プ
靴
等
ハ
甚
タ
稀
ナ
リ
ト
ス
。 

甲
ノ
簪
及
ヒ
銀
簪
等
ヲ
用
ユ
。
装
飾
総
テ
旧
風

 

ヲ
変
セ
ズ
。』

　
　
衣
服
ハ
總
テ
綿
布
ニ
シ
テ
（
帯
ハ
絹
ヲ
用
ユ
ル 

綿
衣
ヲ
用
ヒ
、
下
駄
ハ
朴
胡
桃
樹
等
ニ
テ

中
　
モ
ア
リ
）
羽
織
ハ
長
カ
ラ
ス
、
袴
ハ
旧
風
ノ
座
袴
、 

造
リ
タ
ル
モ
ノ
。
傘
ハ
多
ク
両
天
ニ
シ
テ
、
洋

等
　
蝙
蝠
傘
ハ
木
綿
張
ニ
シ
テ
、
紙
張
ノ
雨 

銀
製
ノ
簪
ヲ
頭
ニ
挿
ス
。
帯
ハ
唐
縮
緬
等
ヲ

　
　
傘
ヲ
用
ユ
ル
モ
ノ
多
シ
。 

普
通
ト
ス
。
殊
ニ
紅
色
ヲ
装
フ
ヲ
好
ム
カ
如
シ
。

　
　
服
装
ノ
外
形
中
等
ノ
如
シ
ト
雖
ト
モ
垢
衣 

中
等
ニ
比
ス
レ
ハ
数
等
ヲ
減
ス
ヘ
シ
ト
雖
ト
モ



- 45 - - 44 -

明
治
二
十
年
「
南
會
津
郡
　
民
度
区
域
取
調
」
と
そ
の
作
成
に
関
わ
る
史
料

　
内

　
　
生
糸
　
八
百
拾
三
貫
目

　
　
屑
糸
　
弐
百
五
拾
九
貫
目

　
　
玉
糸
　
弐
拾
八
貫
目
　

繭
　
千
弐
百
七
拾
九
石

桑
ハ
天
然
生
ノ
山
桑
又
ハ
耕
地
ノ
四
圍
、
崖
地
、
河
岸
地
等
ニ
植
付
ケ
タ
ル
モ

ノ
ニ
シ
テ
、
未
タ
整
然
桑
園
ノ
体
裁
ヲ
具
備
セ
シ
モ
ノ
少
ナ
シ
。
故
ニ
今
壱
反

歩
ニ
對
ス
ル
産
額
等
ヲ
記
ス
ル
ニ
由
ナ
シ
。
但
三
ケ
年
以
来
壱
貫
目
ノ
價
七
、

八
銭
、
乃
至
拾
弐
、
三
銭
ニ
シ
テ
、
平
均
拾
銭
内
外
ニ
當
ル
。』

生
糸
ノ
製
造
上
ニ
付
キ
、
年
年
進
歩
ノ
勢
ア
リ
。
本
部
ハ
古
来
養
蚕
ヲ
ナ
シ
タ

ル
地
ニ
付
、
東
部
ニ
比
ス
レ
ハ
遥
カ
ニ
精
好
ノ
品
ヲ
出
ス
。

生
糸
、
五
ケ
年
以
来
ノ
産
額
左
ノ
如
シ
。

　
　
　
　
　
産
額
　
　
　
　
價
格
　
　
　
　
内
海
外
輸
出
向

　
　
　
　
　
　
　
　

貫
　
　
　
　
　
　

円
　
産
額
　
貫
　
　
價
格
　
　

円

十
六
年
　
　

四
〇
〇
　
　
一
八
、
四
〇
〇
　
　
一
八
〇
　
　
　
九
、〇
〇
〇

十
七
年
　
　

六
三
〇
　
　
二
五
、
二
〇
〇
　
　
二
七
〇
　
　
一
一
、四
〇
〇

十
八
年
　
　

七
五
〇
　
　
三
〇
、〇
〇
〇
　
　
四
五
〇
　
　
一
九
、〇
〇
〇

十
九
年
　
一
、一
〇
〇
　
　
四
三
、
六
〇
〇
　
　
四
五
〇
　
　
二
〇
、〇
〇
〇

二
十
年

　
一
、五
二
六

　
　
五
六
、四
六
二

　
　
五
六
七

　
　
二
五
、五
五
〇

桑
苗
植
立
ノ
數
ハ
左
ノ
如
シ

十
七
年

　
　
　
二
九
、〇
〇
〇
本

蔬
ヲ
以
テ
満
足
ス
ル
ノ
類
ナ
リ
。

自
家
用
料
酒
造
戸
数
ハ
六
百
廿
六
戸
ニ
シ
テ
、
百
戸
中
凡
二
十
八
戸
ニ
當
リ
、

東
部
ニ
比
ス
レ
ハ
其
数
多
シ
ト
ス
。
之
レ
清
酒
醸
造
家
ナ
ク
シ
テ
、
購
求
ノ
不

便
ナ
ル
ニ
ヨ
ル
。

家
屋
ノ
建
坪
等
左
表
ノ
如
シ
。
冬
季
積
雪
深
キ
ニ
ヨ
リ
、
建
築
方
東
部
ニ
比
ス

レ
ハ
堅
固
ナ
ル
ヲ
見
ル
。

　
　
　
建
坪
　
　
　
屋
根
　
　
借
家
料
並
地
賃
共
　
新
築
一
坪
費
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円
　
　
　
　
　
　

円

上
等
　
七
〇
　
　
　
萱
葺
　
　
　
二
、〇
〇
〇
　
　
　
四
、五
〇
〇

中
等
　
四
〇
　
　
　
　
仝
　
　
　
〇
、九
〇
〇
　
　
　
二
、八
〇
〇
』

下
等
　
三
〇
　
　
　
　
仝
　
　
　
〇
、三
〇
〇
　
　
　
一
、七
〇
〇

木
材
ハ
部
内
ノ
産
出
品
ニ
テ
充
分
ナ
リ
。

日
用
品
中
他
方
ニ
仰
ク
モ
ノ
ハ
、
呉
服
反
物
及
魚
塩
等
ニ
シ
テ
、
他
ハ
部
内
ノ

産
出
品
ヲ
用
ユ
。

部
内
ニ
冠
タ
ル
財
産
家
三
人
、
醸
造
業
及
ヒ
商
業
家
ナ
リ
。

縣
會
議
員
選
挙
権
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
百
廿
五
人
、
同
被
選
挙
権
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
九

人
ア
リ
。

徴
兵
適
齢
八
十
四
人
、
内
合
格
六
十
八
人
、
現
今
服
役
中
ノ
モ
ノ
三
十
六
人
ア

リ
。』

　
　
　
　
　
六

　
物
産

蚕
糸

　
千
百
貫
目
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明
治
二
十
年
「
南
會
津
郡

　
民
度
区
域
取
調
」
と
そ
の
作
成
に
関
わ
る
史
料

（
廿
年
四
月
調
）
。

就
学
者
等
左
ノ
如
シ
。

　
　
　
　
　
　
　
男
　
　
　
　
　
　
女
　
　
　
　
　
　
計

學
齢
　
　
　
　
　
九
一
四
　
　
　
　
八
五
四
　
　
　
一
、七
六
八

就
學
生
　
　
　
　
六
一
一
　
　
　
　
一
三
三
　
　
　
　
　
七
四
四

不
就
學
生
　
　
　
三
〇
三
　
　
　
　
七
二
一
　
　
　
一
、〇
二
四

本
部
内
ヨ
リ
東
京
ヘ
医
學
修
業
ノ
モ
ノ
二
名
、
他
ハ
詳
カ
ナ
ラ
ズ
。』

　
　
　
　
　
九
　
宗
教

人
民
ノ
重
モ
ニ
信
ス
ル
宗
教
ハ
、
佛
教
ナ
レ
ト
モ
熱
心
ヲ
以
テ
信
仰
ス
ル
ニ
ア

ラ
ス
。宗
教
ノ
何
物
タ
ル
ヲ
弁
知
セ
ス
。之
レ
ヲ
度
外
ニ
置
ク
ノ
輩
、
最
モ
多
シ
。

神
官
僧
侶
ノ
説
教
ヲ
ナ
ス
ヲ
聞
カ
ス
。

教
會
所
ノ
設
ケ
ハ
神
道
四
ケ
所
、
佛
道
六
ケ
処
ア
リ
。

寺
院
ノ
数
二
十
三
、
内
真
言
宗
五
、
真
宗
十
、
時
宗
一
、
浄
土
宗
二
、
曹
洞
宗

五
。

耶
蘇
教
ナ
シ
。』

　
　
　
　
　
十
　
　
物
価

壱
石
ニ
付
米
五
円
四
拾
銭
、
麦
五
円
弐
拾
銭
、
大
豆
四
円
四
拾
銭
、
酒
拾
八
円

五
拾
銭
。

大
工
手
間
賃
一
日
金
拾
銭
、
桶
工
仝
上
金
拾
銭
。
耕
夫
雇
賃
一
日
金
九
銭
。

野
菜
ノ
賣
買
ナ
シ
。
呉
服
古
着
紙
筆
等
ノ
雑
品
東
部
ニ
比
ス
レ
バ
壱
割
餘
ノ
高

十
八
年
　
　
　
三
五
、〇
〇
〇
』

十
九
年
　
　
　
四
二
、〇
〇
〇

馬
数
ハ
千
二
十
一
頭
ニ
シ
テ
、
悉
皆
日
本
種
ナ
リ
。

産
馬
ハ
一
ケ
年
販
出
高
（
上
野
及
武
蔵
ノ
秩
父
其
他
）
凡
百
七
十
頭
、
購
入
高

（
本
郡
東
部
）
凡
二
十
頭
ナ
リ
。
取
引
上
ノ
旧
慣
記
ス
ベ
キ
ナ
シ
。

牝
馬
ハ
一
頭
二
拾
円
、
幼
馬
ハ
一
頭
六
、
七
円
前
後
ナ
リ
。
但
牧
場
ヲ
設
ケ
テ

飼
畜
ニ
従
事
ス
ル
モ
ノ
ナ
ク
、
農
業
ノ
傍
ラ
飼
畜
繁
殖
セ
シ
ム
ル
ナ
リ
。

産
馬
會
社
ハ
社
益
薄
キ
ニ
ヨ
リ
、
人
民
ハ
一
般
ニ
解
散
ヲ
希
望
ス
ル
ノ
状
ア

リ
。

牛
ヲ
飼
フ
モ
ノ
ナ
シ
。
豚
羊
亦
仝
シ
。

鶏
ハ
一
戸
四
、五
羽
程
ツ
ゝ
飼
置
ク
ノ
ミ
。

漆
器
陶
器
ノ
製
造
及
製
茶
者
ナ
シ
。

麻
ハ
一
ケ
年
算
出
高
凡
弐
万
貫
目
、
京
濱
及
下
野
』
地
方
ニ
輸
出
ス
。』

　
　
　
　
　
七
　
職
業

農
　
四
千
二
百
人
　
　
商
　
百
人
　
　
工
　
八
十
人

雑
業
　
六
十
人
　
内
漁
業
一
人
。

酒
屋
　
ナ
シ
　
　
菓
子
屋
　
五
十
七
戸
　
　
遊
藝
　
一
人

書
肆
　
ナ
シ

右
各
種
共
専
業
者
極
メ
テ
少
ナ
シ
。』

　
　
　
　
　
八

　
學
事

學
校
ハ
小
学
校
ノ
ミ
ニ
シ
テ
総
数
十
八
、
内
尋
常
、
四
、
簡
易
、
十
四
ア
リ
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明
治
二
十
年
「
南
會
津
郡
　
民
度
区
域
取
調
」
と
そ
の
作
成
に
関
わ
る
史
料

　
　
　
　
　
十
三
　
諸
税
及
協
議
費

　
　
　
　
　
十
九
年
度
調

國
税
　
　
八
千
百
四
拾
七
円

地
方
税
　
四
千
七
百
四
拾
円

村
費
　
　
三
千
六
百
八
拾
五
円

協
議
費
　
五
千
百
六
拾
六
円
』

　
　
　
　
　
十
四
　
雑
件

積
雪
中
男
ハ
下
野
地
方
ヘ
出
稼
シ
テ
家
根
葺
又
ハ
伐
木
等
ニ
従
事
シ
、
女
ハ
家

ニ
ア
リ
テ
、
麻
糸
又
ハ
麻
織
物
ノ
製
造
等
ニ
従
事
ス
。
然
レ
ト
モ
、
伊
北
郷
ハ

男
ノ
出
稼
他
ノ
部
落
ニ
比
ス
レ
ハ
割
合
少
ナ
シ
。
之
レ
積
雪
深
ク
シ
テ
、
冬
間

屋
根
又
ハ
入
リ
口
等
開
通
ノ
為
メ
労
力
ヲ
要
ス
ル
ニ
ヨ
ル
。
越
後
地
方
ヨ
リ
出

稼
ハ
大
工
最
モ
多
シ
ト
雖
ト
モ
、
只
見
村
近
傍
越
後
国
ニ
界
セ
ル
村
落
ハ
、
農

桑
繁
劇
ノ
際
、
雇
入
ル
ゝ
事
少
ナ
カ
ラ
ス
。彼
ヨ
リ
籍
ヲ
轉
ス
ル
モ
ノ
亦
多
シ
。

朝
ハ
日
出
ト
共
ニ
起
キ
出
テ
（
農
桑
繁
忙
ノ
時
ヲ
除
キ
）
、
夜
ハ
十
一
時
過
ニ
臥
ス
ヲ

通
例
ト
ス
。
夏
日
晝
休
ミ
ヲ
ナ
ス
事
東
部
ニ
仝
シ
。
人
民
一
般
ニ
東
部
ニ
比
ス

レ
ハ
勤
倹
ノ
度
ニ
冨
』
ム
ト
雖
ト
モ
、
他
ノ
地
方
ト
交
際
ス
ル
事
少
ナ
ク
、
自

カ
ラ
低
度
ノ
生
計
ニ
意
ヲ
安
ン
ズ
ル
ノ
傾
ナ
キ
ニ
ア
ラ
ズ
。

休
業
日
ハ
一
定
セ
ズ
。
陰
暦
ノ
朔
日
、
十
五
日
、
廿
八
日
等
ニ
休
業
ス
ル
事
ア

ル
等
東
部
ニ
仝
シ
。

芝
居
興
行
ニ
関
ス
ル
件
、
東
方
ニ
仝
シ
ト
雖
ト
モ
飲
食
ノ
費
用
彼
レ
ノ
半
ヲ
減

ス
ヘ
シ
。』

價
ナ
リ
。』

　
　
　
　
　
十
一
　
衛
生

地
方
病
ト
称
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
シ
。
通
常
多
キ
ハ
消
化
器
病
ナ
リ
ト
ス
。
之
レ
其

食
物
ノ
粗
悪
ナ
ル
ニ
ヨ
ル
。
呼
吸
器
病
之
レ
ニ
次
ク
。
気
候
ノ
凛
烈
ナ
ル
ニ
因

ル
カ
。
流
行
病
ハ
甚
タ
少
ナ
シ
。
稀
レ
ニ
発
ス
ル
事
ア
リ
ト
雖
ト
モ
傳
播
ノ
勢

弱
シ
ト
ス
。

出
産
死
亡
其
他
ノ
計
数
ヲ
掲
ク
ル
左
ノ
如
シ
。

　
　
　
　
　
　
出
産
　
　
　
　
死
亡
　
　
　
生
命
年
齢
平
均
数

十
七
年
　
　
二
三
五
　
　
　
二
一
八
　
　
　
　
　
　
　
五
〇

十
八
年
　
　
一
七
六
　
　
　
二
〇
二
　
　
　
　
　
　
　
五
一

十
九
年
　
　
二
二
九
　
　
　
一
九
六
　
　
　
　
　
　
　
四
七

婚
姻
ハ
男
十
九
年
乃
至
二
十
三
年
、
女
十
五
乃
至
十
八
、
九
年
ヲ
以
テ
普
通
ト

ス
。』

　
　
　
　
　
十
二
　
犯
罪
其
他

處
刑
ノ
最
モ
多
キ
ハ
、
賭
博
犯
及
窃
盗
ナ
リ
。

公
賣
費
処
分
ハ
十
八
年
度
ニ
五
十
五
人
ナ
リ
シ
カ
、
十
九
年
度
ハ
減
シ
テ

三
十
一
人
ト
ナ
レ
リ
。
其
原
因
十
九
年
度
ニ
於
テ
ハ
前
年
度
ヨ
リ
民
力
恢
復
ノ

途
ニ
就
キ
シ
ニ
ア
リ
。

身
代
限
ハ
十
八
年
ニ
六
戸
、
十
九
年
ニ
三
戸
ア
リ
。
如
此
処
分
ヲ
受
ク
ル
モ
ノ

尠
ナ
キ
ハ
、
貸
借
上
渋
滞
ヲ
来
タ
ス
事
ア
ル
モ
、
出
訴
上
ノ
手
數
ヲ
厭
ヒ
、
相

對
示
談
ニ
止
マ
ル
モ
ノ
多
キ
故
ナ
リ
。』
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明
治
二
十
年
「
南
會
津
郡

　
民
度
区
域
取
調
」
と
そ
の
作
成
に
関
わ
る
史
料

米
壱
石
ニ
付
金
五
円

麦
壱
石
ニ
付
金
三
円

大
豆
壱
石
ニ
付
金
四
円

塩
壱
石
ニ
付
金
三
円
弐
拾
銭

酒
壱
石
ニ
付
金
拾
三
円

石
炭
壱
箱
ニ
付
金
弐
円
五
拾
銭

農
作
雇
人
一
ヶ
年
金
拾
弐
円
　
但
、
衣
食
ハ
雇
主
ヨ
リ
給
ス
。

養
蚕
仝
　
　
一
日
金
拾
八
銭

大
工
仝
　
　
一
日
金
拾
壱
銭

桶
屋
仝
　
　
一
日
金
拾
壱
銭

石
工
仝
　
　
一
日
金
拾
四
銭
』

屋
根
職
雇
人
一
日
金
拾
四
銭

左
官
仝
　
　
一
日
金
拾
四
銭

木
挽
職
仝
　
一
日
金
拾
壱
銭
』

南
會
津
郡
十
七
、十
八
、十
九
、三
ケ
年
平
均

重
要
ナ
ル
輸
出
入
品
高
及
ヒ
金
額
表

　
　
　
　
　
輸
出
ノ
部

生
糸

　
　
千
八
百
貫
目

　
　
　
四
万
八
千
六
百
円

繭
　
　
　
三
百
石

　
　
　
　
　
五
千
円

麻
　
　
　
壱
万
弐
千
貫
目

　
　
壱
万
五
千
円

南
會
津
郡
十
七
、十
八
、十
九
、三
ケ
年
平
均

　
　
　
　
農
産
物
及
ヒ
水
産
物
収
穫
表

米
　
　
　
弐
万
七
千
五
百
石

麦
　
　
　
千
四
百
九
拾
四
石

大
豆
　
　
弐
千
九
百
六
拾
六
石

小
豆
　
　
五
百
弐
拾
壱
石

粟
　
　
　
三
千
百
八
拾
壱
石

稗
　
　
　
千
五
百
八
拾
石

黍
　
　
　
三
百
九
拾
石

蜀
黍
　
　
弐
百
五
拾
八
石

蕎
麦
　
　
三
千
五
百
六
拾
石

馬
鈴
薯
　
六
万
七
千
三
百
貫
目

麻
　
　
　
壱
万
八
千
六
百
四
拾
弐
貫
目
』

巻
煙
草
　
八
千
六
百
弐
拾
貫
目

生
糸
　
　
千
八
百
八
拾
貫
目

繭
　
　
　
八
百
弐
拾
石

大
角
豆
　
百
六
拾
石
』

南
會
津
郡
十
七
、十
八
、十
九
、三
ケ
年
平
均

　
　
　
　
諸
物
價
及
諸
職
工
賃
銭
表
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明
治
二
十
年
「
南
會
津
郡
　
民
度
区
域
取
調
」
と
そ
の
作
成
に
関
わ
る
史
料

【
史
料
五
】「
秘
進
第
弐
号
　
民
度
区
域
取
調
書
中
脱
漏
之
義
ニ
付
上
申
」

（
南
曾
津
郡
長
か
ら
福
島
縣
知
事
宛
の
進
達
）、
明
治
二
十
年
十
月
十
八
日

（
福
島
県
歴
史
資
料
館
所
蔵
、
明
治
・
大
正
期
福
島
県
庁
文
書

：

一
〇
五
九
、

「
明
治
二
十
年
七
月
、
一
種
庶
第
二
号
、
民
度
區
畫
調
上
申
綴
庶
務
課
」
所
収
）

秘
進
第
弐
号

民
度
区
域
取
調
書
中
脱
漏
之
義
ニ
付
上
申

本
月
五
日
付
秘
進
第
壱
号
ヲ
以
テ
民
度
区
域
取
調
上
申
書
中
、
西
部
八
学
事
ノ

部
福
島
尋
常
師
範
学
校
ヘ
入
学
生
三
名
有
之
候
處
、
脱
漏
致
候
ニ
付
、
御
書
加

ヘ
相
成
候
様
致
度
、
此
如
上
申
候
也
。

明
治
二
十
年
十
月
十
八
日
　
　
　
　
　
福
島
縣
南
會
津
郡
長
　
長
澤
惟
和
　
㊞

福
島
縣
知
事
　
折
田
平
内
殿

麻
布
　
　
千
六
百
反
　
　
　
　
六
千
円

紫
蕨
　
　
七
千
貫
目
　
　
　
　
千
円

人
参
　
　
弐
千
貫
目
　
　
　
　
弐
千
円

大
角
豆
　
三
百
石
　
　
　
　
　
千
四
百
円

木
地
　
　
弐
千
駄
　
　
　
　
　
弐
千
円

酒
類
　
　
百
四
拾
石
　
　
　
　
千
六
百
八
拾
円

米
　
　
　
弐
百
五
拾
石
　
　
　
千
弐
百
円
』

煙
草
　
　
四
千
貫
目
　
　
　
　
五
千
円

麻
糸
　
　
百
八
拾
万
繰
　
　
　
弐
千
弐
百
五
拾
円

馬
　
　
　
六
百
頭
　
　
　
　
　
四
千
円

　
　
　
　
　
輸
入
ノ
部

米
　
　
　
壱
万
石
　
　
　
　
　
四
万
円

食
塩
　
　
五
万
石
　
　
　
　
　
弐
万
四
千
円

衣
服
反
物
類
　
　
　
　
　
　
　
壱
万
七
千
円

書
籍
及
紙
類
　
　
　
　
　
　
　
四
千
円

酒
類
　
　
弐
百
石
　
　
　
　
　
弐
千
円

蝋
燭
　
　
千
貫
目
　
　
　
　
　
千
四
百
円

石
油
　
　
五
百
箱
　
　
　
　
　
千
弐
百
円

茶
　
　
　
三
百
貫
目

　
　
　
　
五
百
円

砂
糖

　
　
三
千
五
百
貫
目

　
　
壱
万
弐
千
円
』

魚
類

　
　
七
百
貫
目

　
　
　
　
二
千
五
百
円
』


